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 ───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（滝口一浩君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、令和７年第４回定例会が招集されました。 

 本日の出席議員は10名です。 

 よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。 

 これより令和７年12月招集御宿町議会第４回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会においてもインターネットにおいて議会中継を放送いたします。インターネット中

継に際して、個人情報の取扱いにご配慮いただければと思います。 

 また、議会だより編集のため、場内の写真撮影を許可いたしました。 

 監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。お手元に配付の資料によりご了承願い

ます。 

 傍聴人に申し上げます。 

 傍聴にあたっては、傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。また、携帯電話の類いは使

用できませんので、電源をお切りください。 

 議事に入る前に、町長より発言が求められておりますので、これを許可いたします。 

 原町長。 

○町長（原  宏君） 町民の皆様へお知らせいたします。 

 令和７年12月８日23時15分頃、青森県東方沖を震源とするモーメントマグニチュード7.4の

地震が発生しました。この地震の発生により、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけて

の巨大地震の想定震源域では、新たな大規模地震の発生する可能性が平常時と比べて相対的に

高まっていると考えられることから、内閣府、気象庁より北海道・三陸沖後発地震注意報が発

表されました。 

 御宿町は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されています。この

内容は、町ホームページにも掲載しておりますので、よくご確認いただくとともに、日頃から

の地震への備えを心がけ、もし地震が発生した場合は、すぐに避難していただくようお願いい

たします。 

 以上でございます。 

（午前 ９時３０分） 
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 ───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名人の指名について 

○議長（滝口一浩君） これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名人の指名についてを議題といたします。 

 会議録署名人は、会議規則第126条の規定により議長より指名いたします。２番、岩瀬環樹

君、３番、塩入健次君にお願いいたします。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定について 

○議長（滝口一浩君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 今定例会の会期は、あらかじめ配付した日程により本日から２日間とし、本日は、諸般の報

告、常任委員会視察報告の後、７名の一般質問を行い、散会いたします。 

 明日10日は、議案第１号から第５号及び請願第５号を上程の上、質疑、採決を行い、閉会い

たします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま申し上げたとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（滝口一浩君） 異議なしと認めます。 

 よって、今定例会の会期は、本日から10日までの２日間とすることに決定しました。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告について 

○議長（滝口一浩君） 日程第３、諸般の報告について。 

 議長の諸般の報告については、あらかじめ配付した報告書のとおりですので、ご確認くださ

い。あわせて、山梨県小菅村行政視察報告書を配付させていただきました。また、総務教育民

生委員会委員長より、先に行われた学校訪問等の報告について提出がありましたので配付させ

ていただきましたので、ご確認ください。 

 続きまして、原町長から議案の提案理由の説明並びに諸般の報告について発言を求められて

おりますので、これを許可いたします。 

 原町長。 

（町長 原  宏君 登壇） 

○町長（原  宏君） 本日、ここに令和７年第４回定例会を招集いたしましたところ、議員
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の皆様方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 今定例会に提案いたします案件は、規約改正に関する協議１件、条例案２件、補正予算案２

件の計５件についてご審議をいただきますが、開会に先立ちまして、各議案の提案理由及び諸

般の報告について申し上げます。 

 まず、今定例会でご提案いたします議案の概要について説明申し上げます。 

 議案第１号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村

総合事務組合の共同処理する事務の一部廃止及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関す

る協議についてですが、本案は、令和８年３月31日をもって、千葉県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体である三芳水道企業団、九十九里地域水道企業団及び南房総広域水道企業

団が解散することにより、組合を組織する地方公共団体の数が減少すること。また、組合の共

同処理する職員採用試験の合同実施に関する事務を廃止することにより組合規約に変更が生じ

るため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第２号 御宿町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてですが、本案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、生後６か月から

満３歳未満で保育所などに通っていない子供を育てている家庭が、就労要件を問わず時間単位

で柔軟に利用できる新たな通園制度が創設され、令和８年４月１日からは全自治体において実

施することとなることにより、児童福祉法第34条の16第１項の規定に基づき、乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものでございます。 

 議案第３号 御宿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例の制定についてですが、本案は児童福祉法の一部を改正する法

律の施行により、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設する等の改正が行われ

たことに伴い、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準等の内閣府令により改正が行われ、

令和７年10月１日から施行されたことにより、関係する条例の一部を改正するものでございま

す。 

 主な改正内容は、児童福祉法第33条の10に新たに第２項及び第３項が設けられたため、条例

で同条を引用している条項を改めるとともに、その他所要の改正を行うものでございます。 

 議案第４号 令和７年度御宿町介護保険特別会計補正予算（案）（第２号）についてですが、

今回お願いいたします補正予算は、歳入歳出ともに188万1,000円を追加し、補正後の予算総額

を10億5,020万9,000円とするものでございます。 

 本補正予算の内容は、令和７年度税制改正による介護保険法施行令改正に伴うシステム改修
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となります。補正財源につきましては、国庫補助金と一般会計からの繰入金を充てております。 

 議案第５号 令和７年度御宿町一般会計補正予算（案）（第３号）についてですが、今回お

願いいたします補正予算は、歳入歳出ともに１億1,085万5,000円を追加し、補正後の予算総額

を46億8,998万5,000円とするものでございます。 

 本補正予算の内容は、火葬場の解体工事に関わる費用のほか、昨年の定例会にて請願いただ

きました中学校の屋内運動場及び武道館にエアコンを設置するための設計委託、全国瞬時警報

システムの更新、海岸街路灯のＬＥＤ化改修、老朽化に伴う公共施設等の修繕、令和６年度の

国庫支出金の精算に伴う返還金の計上など、速やかな事業実施に対応するための予算措置をお

願いするものでございます。 

 ただいま申し上げました議案の詳細につきましては担当課長からご説明申し上げますので、

何とぞ慎重なるご審議をいただき、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、諸般の報告ですが、私の公務の日程の報告につきましては、配付させていただ

きましたお手元の資料のとおりでございます。 

 それでは、諸般の報告をさせていただきます。 

 ９月22日、100歳祝い対象者の方のうち、町内に居住されている方へお祝い状と銀杯等を届

けに伺い、元気な様子を伺うことができました。 

 27日、La Festa Autunno 2025で来町した約50台のクラシックカーを歓迎いたしました。 

 30日に、山梨県小菅村へ行政視察に行ってまいりました。私、副町長、各課長、議員の皆様、

総勢18名、小菅村で行っている事業、その進め方、考え方について学んでまいりました。 

 10月５日、伊勢えび祭りビッグイベントを開催いたしました。 

 ６日に御宿駅西側遊休農地等環境整備事業推進検討会、９日にスペイン建国記念日のレセプ

ションに出席いたしました。 

 15日に、アカプルコ市の日本ともだちの会より５名が来町され、町内を散策後歓談いたしま

した。 

 21日に、千葉県知事の視察及び御宿町の課題について意見交換会がございました。 

 26日には、町内外から多数の皆様にご臨席を賜り、御宿町合併70周年記念式典を挙行いたし

ました。 

 11月１日から３日にかけて御宿町文化祭を開催しました。 

 ７日に、御宿町七つ子祝いが行われ、これからの御宿町を担っていく24名に記念品を渡し、

お祝いをいたしました。 
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 18日に、千葉県夷隅地域２市２町首長会議、令和７年度御宿町中学生議会第１回定例会に出

席いたしました。 

 12月４日に、御宿ビーチタウン協議会が発足いたしました。本組織は、町が抱える課題、活

性化に向けた事業の検討にあたり、皆様からお知恵をいただきながら課題の整理や進め方を検

討するシンクタンクとしての役割を担うものでございます。 

 また、去る６月にスペイン国上院議員友好グループの皆様が来町されましたが、それをきっ

かけに、スペイン上院より御宿町民への感謝の意が込められたプレートが贈られることになり

ました。12月17日に、駐日スペイン大使が来町し、プレート贈呈式を執り行います。 

 以上、諸般の報告といたします。 

○議長（滝口一浩君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎常任委員会視察報告について 

○議長（滝口一浩君） 日程第４、常任委員会視察報告について、藤井産業建設委員会委員長

から発言を求められておりますので、これを許可します。登壇の上、発言願います。 

 １番、藤井利一君。 

（１番 藤井利一君 登壇） 

○１番（藤井利一君） １番、藤井です。 

 過日、常任委員会視察がございましたので、報告をさせていただきます。 

 産業建設委員会、総務教育民生委員会の合同の行政視察でございます。 

 本年は、産業建設委員会の主催により、令和７年10月８日から９日にかけて、大阪・関西万

博及び淡路島を視察訪問いたしました。 

 まず、大阪・関西万博スペイン館の視察訪問についてですが、当町と交流のあるスペイン国

が大阪・関西万博にパビリオンを出展しており、館内には当町との国際交流の原点であるサ

ン・フランシスコ号遭難・救助に係る史実が紹介されているということや、６月にスペイン国

より万博視察のために来日中のスペイン国上院議員友好グループが史実の地、御宿町を訪問し

ていただいたこともあり、今回常任委員会における視察先といたしました。 

 スペイン館に着きますと、谷口館長やスタッフが歓迎してくれまして、館長が展示物などの

案内をしてくださいました。館内に入り、館長の最初の説明と併せて、すぐに目に入ったのは、

岩和田沖で座礁、沈没したガレオン船の模型、そして当時の遭難、乗組員の救助の様子を描い

たイラストでした。そのことからも、日本とスペインの国際交流の起点である御宿町との史実
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を非常に大切にされ、継承するという国際交流発展を望む強い気持ちを感じました。 

 また、先に進むにつれ、内部は青い海の世界が広がり、深海へ入り込むような構造で、上部

へは命を養う海洋、食物をもたらす海洋、酸素を生み出す海洋と、気泡のように海のメッセー

ジが浮かび、風力発電のホログラム、海の文化遺産など、海洋資源、自然を大切にされている

ことを感じました。 

 両国、そして当町との歴史的なつながりの再確認と、今後の国際交流を考えていく上で有意

義な視察訪問となりました。 

 次に、淡路島の視察研修についてですが、淡路島では西海岸部の民間企業などにおける開発、

北淡震災記念公園などの６か所を視察を行いました。 

 淡路島は、西海岸部において民間企業の参入による地域活性施策、産業創出、観光振興など

が先進であることから、当町の今後の施策への活用可能性を検討することを目的に、視察訪問

先といたしました。西海岸の民間企業による開発は、食を中心とした総合リゾートアイランド

であり、地域資源や特産品を活用し、地方創生事業に取り組み、地域活性化や雇用創出を実現

し、事業展開している成功例として視察いたしました。 

 中でもパソナグループにつきましては、本社機能の一部を淡路島に移転し、地元農家と連携

した農業人材育成に伴う現地での雇用、都市圏からの人材誘致、第６次産業化の取組など、

様々な施策展開が実施されていました。 

 関連施設であるのじまスコーラについては、廃校利用による観光振興、雇用創出を実現して

おり、御宿町でも、このような開発で通年型観光、老朽化した施設の有効利用などが可能にな

るのではないかと感じました。 

 また、北淡震災記念公園は、阪神・淡路大震災からちょうど30年、震災の原因となったずれ

た野島断層や当時の激震に耐えた建物が震災遺構として保存されており、震災の凄まじさを改

めて痛感させられました。自然災害は避けられないものですが、当町も淡路島と同様に海岸沿

いの町であることから、その体験や復興において学ぶべきことが多くあると感じました。 

 その他、淡路島は様々な企業と地域が一体となり、観光産業、地域産業などの復活を遂げて

います。地域資源を生かした官民連携の在り方、若者や移住者を増やす環境づくりなど、御宿

町は淡路島同様に海岸沿いの町として応用可能な点が多数存在すると感じました。 

 今回の視察を受けていただいたスペイン大使館をはじめ、スペイン館館長など関係者の皆様、

そして今視察研修の際に手配・調整をしていただいた議会事務局に感謝を申し上げまして、常

任委員会の視察研修報告とさせていただきます。 
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 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 以上で常任委員会視察報告を終わります。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（滝口一浩君） 日程第５、これより一般質問に入ります。 

 一般質問の制限時間は60分です。質問者も答弁者も簡潔にお願いいたします。 

 なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、同一の質問について３回を超え

ることができないことになっておりますので、ご注意ください。 

 また、一般質問通告書に記載のない質問については認められません。議長の議事整理権に基

づき制止しますので、ご注意ください。 

 順次発言を許します。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 伊 藤 城 祐 君 

○議長（滝口一浩君） 通告順により、７番、伊藤城祐君、登壇の上、ご質問願います。 

（７番 伊藤城祐君 登壇） 

○７番（伊藤城祐君） ７番、伊藤城祐です。議長のお許しをいただきましたので、通告に従

い、一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、子育て支援と教育施策について、町長と教育長に伺います。 

 原町長は思い切った子育て支援や教育施策、移住定住対策を全国的にＰＲして御宿町の活性

化を図ると有言されておりましたが、約１年が過ぎ、御宿町のトップとしてそれぞれの施策に

関する見識と対策、現状課題をお聞かせください。特に伺いたいのは、町長の意思、公約の中

にもありました「思い切った」「全国的に」というところを、どのような見解で推し進めるの

かというところをお聞きしたいです。 

 同じように、教育長に伺います。 

 町長の方針について、教育長はどのような見解なのか。また、町長の意思を反映していくの

か、具体的にお答えいただけますか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 思い切った子育て支援について、国も異次元の少子化対策を掲げてい

ます。しかしながら、なかなか成果が上がっておりません。給食費の無償化について、国とし

ても検討されておりますが、その動向に注目しているところです。それにかかわらず、町とし
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ては、小学校の給食費無償化は新年度から実施したいと考えております。 

 教育政策については、教育委員会の策定した計画に基づき施策を実施しているところです。

野沢温泉村との交流は御宿町独自のものであり、こういった事業は継続して続けることが重要

と思っております。 

 移住定住対策につきましては、令和７年第１回御宿町議会定例会において、岩瀬議員から保

育園留学の提案がございました。今も検討しておりますが、結論は出ておりません。こども誰

でも通園制度が令和８年度から実施されることもあり、さらなる検討を進める必要があると思

っております。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 海老根教育長。 

○教育長（海老根秀昭君） お願いします。 

 教育課としましては、町長の地域全体で子育てを支援していく考え方に沿った施策を推進し

てまいります。 

 現在、町では、今年の３月に策定しました第３期御宿町次世代育成支援行動計画及び子ど

も・子育て支援事業計画に基づき子育て支援施策を実施し、事業を推進しているところでござ

います。本計画は、こども家庭庁で令和５年４月に施行されていますこども基本法に基づいた

事業計画であり、こどもまんなか社会を目指している内容でもあります。 

 教育課では、小中学校の教育と社会教育を通して子育て支援に携わっており、教育の大綱と

教育行政基本方針に則って各種の業務が進められています。特に今年度は、御宿町合併70周年

の年に野沢温泉村との海と山の子交流の海の交流事業が50回目を終えることができ、両町村の

生徒にとって大変思い出に残る交流会となりました。これも御宿町の各関係機関のご理解、ご

協力なくしてなされなかったことです。 

 また、社会教育に関わり御宿町出身の方や小中学校の児童生徒の活躍も多く見られました。

広報「御宿」に掲載された内容を挙げますと、御宿町出身のプロサーファー・吉川広夏さんが

サーフィン世界大会準優勝。御宿町出身で野球の主力選手、菰田陽生さんが在籍する山梨学院

高校が夏の全国高校野球大会ベスト４、滋賀国体高校野球優勝、秋季関東地区高校野球大会優

勝。陸上で御宿中２年、110メートルハードルに出場した善野京さんは、夏の県大会３位、関

東大会出場、秋の県新人大会１位。ほかにもボクシング、チアリーディング、体操、ライフセ

ービング、空手が掲載されました。 

 このように、様々な分野で多くの方が活躍しています。頑張っている人を知ると、私たち町
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民はうれしい気持ちになります。私たちも何かに頑張って挑戦してみようと大きな励みになり

ます。 

 御宿町の教育の成果を積極的に発信していくことにより、御宿町に関心を持つ人が増え、御

宿町に移住する家庭が増えることにつながってくれると期待しています。 

 現在、御宿小中学校には御宿町小中連携教育推進協議会が設けられており、私はこの協議会

を生かして、児童生徒、そして学校職員のウェルビーイングの向上と、児童生徒の学力向上や

情操教育に力を入れたいと考えています。 

 これからも御宿町の特色を活かし、全ては子どもたちと先生、地域の皆様の笑顔のために、

学校教育、社会教育を推進していく決意でいます。 

 以上です。 

○７番（伊藤城祐君） ありがとうございます。 

 それでは、次の質問を伺います。２番、農・漁業施策について、町長に伺います。 

 農業や漁業の後継者が少なくなり、全国的にも第１次産業を継承していくことが非常に難し

い状況になってきています。そこでまず、農業について伺います。 

 前石田町長が休耕田や不耕作地対策も踏まえ、大型の農地整理を行ったわけですが、昨今の

農政事情も大きく変化しています。原町長は、御宿の農業について、どのようにお考えになっ

ているのか伺います。 

 昨今の農業施策については、国の政策の誤りとも言える状況が垣間見えるところもあります

が、米価格の上昇といっても後継者が増えるというわけでもないと思います。米は日本の基幹

産業とも言われます。やはり何らかの支援体制を考える必要があると思いますが、いかがです

か。 

 また、漁業についても同様に伺います。昔は、アワビ、サザエ、イカ等が豊漁の時期もあっ

て、海産物がお土産の定番になっていた頃もありました。数年前から、伊勢えび祭りやキンメ

祭りといった観光とのコラボも見えますが、漁業支援として海産物を観光資源とする具体的な

お考えがあればお聞かせください。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） まず農業ですけれども、高齢化と後継者不足、これにより年々従事者

が減少しております。この流れは本町に限ったことではなく、全国的なものと承知しておりま

すが、対策として、耕作面積の拡大、経営の法人化、これらによる事業の効率化、人材確保が

有効であると考えております。 
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 国の動向を注視しながらこれを進めることで、意欲ある従事者を支援したいと考えておりま

す。また、獣害による耕作意欲の低下も懸念されますので、さらなる捕獲支援、電気柵などの

設置補助についても進めてまいります。 

 漁業支援として、海産物の活用については、従前から特産品であるイセエビ、キンメダイを

活用した観光ＰＲや誘客を行っております。昨今、海水温の変化により、水揚げされる漁獲に

変化が見られる地域もあるようですから、漁業者のご意見なども参考にしながら留意したいと

考えます。海産物に限らず、特産品は交流人口の増加など地域の活性化につながりますので、

引き続きその確保、開発に向けた支援を進めてまいります。 

 以上です。 

○７番（伊藤城祐君） ありがとうございます。 

 後継者不足は、農漁業を営む方にとっては大きな問題です。今後、第６次産業なども考慮し、

地域活性化への施策を展開、期待しています。 

 次の質問に移ります。山梨県小菅村視察について町長に伺います。 

 日帰りの研修視察、ご苦労さまでした。私も参加させていただきました。 

 視察先の小菅村は、人口600人余りの山間の静かな小さな村ですが、東京都に隣接し、面積

は御宿の２倍近くになると説明を受けました。産業や環境において、私は御宿町と重なる部分

が感じられませんでしたが、町長はなぜ小菅村を視察先に選んだのか。そして、実際に視察を

して、どのようにお感じになったのか。 

 また、町づくり先進地での視察は、新たな発見や出会いがあるわけですが、せっかく行くの

ですから、観光御宿というＰＲもありではないでしょうか。全国的にＰＲという町長の言葉、

お考えは、このような場面でも注意深く忖度する必要があると思います。 

 町長は、視察時の手土産としての町の特産品について、どのようなものが有効で御宿らしさ

を感じると思いますか。お伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 小菅村を視察に選んだ理由ですけれども、当日のバスの中でもお話は

しておりますが、３年ほど前に地方創生についていろいろ考えている中で、立ち寄った書店で

「700人の村がひとつのホテルに－「地方創生」ビジネス革命－」という本に出会いました。

本を読んで、いかにしてプロジェクトを成功に導いたのか。これに興味を持ちまして、その後

町長になって全国町村セミナーに参加したときに、小菅村の舩木村長と出会いまして、いろい

ろお話を伺い、ぜひ小菅村を訪れてみたいということで今回の視察に至ったわけです。舩木村
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長の取り計らいで、本の著者の嶋田俊平氏にも講演をしていただくことができました。 

 議員のおっしゃるように、小菅村と御宿町では重なる部分があまり感じなかったということ

ですが、成り立ちや環境が違うので当然だと思います。私視察に訪れたいと思ったのは、いか

にして夢を形にするのか。どのようにしてプロジェクトを成功に導いたか。この部分です。村

の皆さんの熱意が、それを達成したのだと感じました。誰かがやってくれるではなく、私たち

でやる。このことが大変重要だと考えております。 

 また、視察という目的で小菅村に行ったので、御宿のＰＲについてはそこまで考えておりま

せん。視察時に手土産という感覚も持っておりませんでした。 

 現在、御宿町特産品については、いろいろな方がチャレンジしてくれていますので見守りた

いと思っております。御宿らしさというと、どうしても海をイメージしがちですが、別の視点

で考えるのもありかと思っております。この地域で問題になっているキョンについても、商品

化にチャレンジしている方もいますので、そちらに注目したいと思っております。 

 以上です。 

○７番（伊藤城祐君） 承知しました。 

 ちなみに、今回小菅村へどのようなものを準備されたのでしょうか。 

（原町長「もう一度お願いします」と呼ぶ） 

○７番（伊藤城祐君） 小菅村への手土産として、どのようなものを準備されたのでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 持っていったのは、御宿町の岩の井のお酒、それから、お菓子のクッ

キー、この２つを持って参りました。 

○７番（伊藤城祐君） 観光の町、御宿の町長の視察となれば、御宿の代表と言える立場です

ので、しっかりとした配慮と行動が必要ではないかと思います。 

 農漁業も観光振興として人を引きつけることができるファクターではないかと思います。そ

れぞれ大事に取り扱ってもらえばと思います。 

 次に、御宿町の環境保全対策について町長に伺います。 

 第１次産業と言われる農漁業は、今の御宿の礎となっております。これらの産業の連鎖によ

り、観光産業も時代を築いた時期もあります。 

 先ほど質問しました農業、米作りは、広義的に見れば、漁業や町民の生活環境にも大きな影

響力があるのはご存知だと思います。自然環境においては、先人が育て残してくれたミヤコタ

ナゴ、ある意味で御宿の環境負荷の目安とも思われます。人々の生活に密着した生き物、ミヤ
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コタナゴが消滅しつつある状況を、町長はどのようにお感じになっていますか。 

 環境省や千葉県の庇護により環境づくりや整備を行ってきましたが、現状では尻すぼみ状況

となっています。この状況を町長はどのように理解していますか。今後、何らかの対策をお考

えであればお聞かせください。 

 さらに、環境整備ということでは、町長の公約にもある駅裏の整備も急務ではないかと思い

ますが、今後の予定をお聞かせください。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） ミヤコタナゴにつきましては、確かに議員のおっしゃるとおりに環境

負荷の目安の一つであると私も感じております。人口減少や高齢化に伴い、水田や里山の維持

が昔よりできなくなっていることが一因にあると感じております。 

 ミヤコタナゴの生息保全は、令和元年度まで千葉県からの交付金がありましたが、現在は打

切りとなっております。国・県の天然記念物の保護、保全は、生息地の市町村に委ねられた状

況であり、国や県の関与は今後一層厳しいものと思っております。 

 今後については、継続してミヤコタナゴ環境整備事業、それと種の保存としての水槽での飼

育事業の２つをしていきますが、生息が確認できないようであれば継続は難しく、飼育事業の

みとなることは避けられない現象と捉えております。 

 今後の何らかの対策については、現段階具体的な対策は思い当たっておりません。 

 また、駅裏の整備につきましては、民間企業による提案が今ございます。駅裏だけでなくて、

御宿駅のバリアフリー、町の産業にも広く関わり合いがあることなので、今後地権者との対話

も必要となります。重要な案件なので慎重に進めていく予定でございます。 

 以上です。 

○７番（伊藤城祐君） 承知しました。 

 遡れば、タナゴの生息地に関する実施計画の策定では、里山の整備も含まれていたと聞いて

おります。ぜひ地域振興施策としてお考えいただきたいと思います。 

 私は、議員として若輩者ではございますが、55年間生まれ育った御宿が大好きです。ぜひ町

長も、時期にこだわらず、即効性のある施策を実施し、町民の負託にお応えいただければと思

います。 

 以上で、初めての一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（滝口一浩君） 以上で、７番、伊藤城祐君の一般質問を終了します。 

 ───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 岩 瀬 環 樹 君 

○議長（滝口一浩君） ２番、岩瀬環樹君、登壇の上、ご質問願います。 

（２番 岩瀬環樹君 登壇） 

○２番（岩瀬環樹君） お待たせしました。２番、岩瀬環樹。議長からのお許しがありました

ので、一般質問を始めさせていただきます。 

 今回の一般質問は、大きく分けて３つになります。 

 まだ、やっと３年目になったばかりで、試行錯誤をしながら少しずつ前進していければと思

っております。 

 前回まで、伝えたいことがたくさんあって、話し過ぎて余計伝わらなかったということが分

かりましたので、今回は改善して、しっかり質問をして答えていただくと。そこから何か分か

ることがあればと思っております。 

 それでは、最初の質問です。これは１年前に質問させていただいた後の進捗についてです。 

 １、選挙公報のデジタル化についてお伺いしました。２年前の質問で、選挙公報を町のホー

ムページに載せていただけないかということで、その後、昨年12月の町長選挙でそれを実施し

ていただきました。本当にありがとうございます。 

 そこで、当該ページへのアクセス数。それから、現在新聞折り込みによって一挙配布してい

る部数が今どのくらいあるか。その２つをお聞きします。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

 町ホームページ内の御宿町長選挙における当該箇所へのアクセス数についてでございます。

令和６年12月15日執行の御宿町町長選挙についてのアクセス数ですが、選挙公報だけでなく、

選挙前、選挙後について関係情報を合わせた総数で3,472件でございます。 

 次に、新聞折り込みによる御宿町長選挙公報一斉配布の部数につきましては、全体で2,255

部を折り込んでおります。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 お配りしている資料は……、そういえば僕もらっていないですけれども、資料はありますか。

資料はお配りされていない。分かりました。 

 2024年の広報にございます19ページ、人口の推移の中で、国勢調査なので令和２年になって

しまうんですが、御宿の世帯数がそのときで3,092となっています。ですから、全てに配られ
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ているわけではないと。いろんなところで置いてあるのを、それを自分で取りに行くという形

になっていると思います。 

 この先、新聞もデジタル化されていく中で、皆様に見てもらうために、この先どのように考

えているのかをお聞きしたいと思います。 

 公職選挙法によると、投票日２日前までに各市町村選管が各世帯に届けることを原則として

いるが、特別な事情がある場合は新聞折り込みなどでもよいとされ、実際には全有権者に行き

渡っていません。総務省によると、現在最も多い配布方法は、郵便局やポスティング事業者に

よる全戸配布、次いで自治会経由、新聞折り込みと続き、自治体職員が直接配布したり、シル

バー人材に委託したりする方法もあります。 

 今後は、町としてどのようなふうにやっていくつもりかお聞きしたいです。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） それでは、選挙公報の全戸配布の関係のご質問でございます。 

 選挙公報の全戸配布が基本とのお考えですが、選挙運動期間が、御宿町の場合は、火曜日か

ら土曜日までの５日間となります。選挙公報の原稿は、あらかじめ候補者から頂いております

が、告示日、火曜日の17時に届出を締め切り、選挙公報の掲示欄のくじ引後に印刷会社に連絡

をして、印刷が翌日の水曜日の朝刊には間に合わない状態でございます。折り込みは木曜日に

なるということになっております。また、木曜日には、町公共施設５か所、郵便局など民間施

設にも設置し、同時に町ホームページにも掲載をしておるところでございます。 

 町の選挙につきましては、選挙運動期間が短いため、あらかじめ選挙公報の設置場所に行け

ない人には郵便で発送できる旨、事前の広報紙で周知を図っておるところでございます。 

 また、選挙運動期間には候補者の選挙はがきの発送や通常の郵便もあるため、選挙公報を郵

便で発送することは郵便局側も大変困難となっておるところでございます。県の選挙管理委員

会にも確認はしたんですが、県内の市町村はどこも今のところ同じ対応との回答でございます。 

 ただ、今後、ＳＮＳに精通した方も人口的には割合が増えると思いますので、今後はそうい

うＳＮＳを活用した対応も考えていかないといけないとは思いますが、今後も近隣や他自治体

の動向も調査しながら対応していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 では、２つ目の質問として、御宿小学校の更新事業についてお聞きします。 

 校舎コンクリート健全性調査の結果報告を、一、二か月前に議員協議会でいただきましたが、
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その後の進捗があればお聞きしたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 教育課長。 

○教育課長（市東秀一君） それでは、御宿小学校の更新について、調査の結果報告後の進捗

はというご質問でございますが、御宿小学校の校舎更新につきましては、更新の方法について

の再検証、再検討をするため、６月定例議会において補正予算を計上、８月に契約を締結し、

校舎軀体の劣化状況をより的確に把握するため、御宿小学校の校舎コンクリート健全性調査を

行いました。 

 調査の結果といたしましては、一部補修が必要なものの、校舎軀体のコンクリートについて

は直ちに改修が必要ということではなく、軀体自体は健全性が確保できるというものでした。 

 この調査結果を受けまして、議会議員の皆様に報告をさせていただいたところですが、町と

いたしましては、この結果を受けて、いま一度慎重な協議が必要であると考えており、建て替

えなのか、改修なのか、現在検討しているところでございます。 

 しかしながら校舎の軀体が大丈夫だとしても、外観においては、コンクリートの鉄筋の露出

やひび割れ、剝離なども見られます。また、小学校の施設内部の老朽化は著しく、早急な修繕

が必要な箇所も多くあります。 

 できるだけ早く方針を決定し実行に移していきたいと思いますが、いま一度慎重に協議、検

討した中で、校舎更新について対応したいと考えております。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 それでは、次の３つ目、県道232号御宿停車場線歩道の石畳について。 

 このときは石畳をどうするのかという質問ではありましたが、まだ工事が終わってからでは

ないと、それについてまだ協議が始まらないということでしたので、まず今の電線埋設工事の

進捗についてお伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 電線埋設工事の進捗はというご質問でございます。 

 県道232号線御宿停車場線の電線共同溝の電線埋設工事、いわゆる無電柱化推進事業でござ

いますが、本事業は県夷隅土木事務所が進めている事業で、現在御宿駅から国道128号までの

260メートルの区間、延べ延長510メートルのうち240メートルの電線共同溝整備が進み、また

水道管移設工事が終了いたしております。 

 本年度におきましては、国道128号との交差点付近、約90メートル区間において工事を実施
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している状況でございます。夷隅土木事務所からは、引き続き残る区間の整備を進めていくと

伺っております。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） 承知しました。 

 この工事は計画どおりに進んでいるのかどうか、今後の予定についても併せてお聞かせくだ

さい。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 計画どおりにというところでございますが、若干スピード感

は遅くなっているかなというところがございます。 

 来年度以降につきましては、清水橋を含めた残り180メートルの区間の整備を行い、次に、

東電やＮＴＴなどの電線の移設をそれぞれの事業者が行い、抜柱、電柱を抜くということです。

抜柱の後、歩道の復旧を進めていくと伺っております。県から、歩道の復旧方法については、

今後町と協議したいと伺っております。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 あと、県の仕事であるんですが、工事の業者が入る本当に数日前に連絡が来て、あの通りで

すから商店の方が多くて、そんなに１日遮られちゃうんだったら、早く言ってくれれば休みに

するよとかいう、そういう判断ができるよという声を聞いておりますので、なるべく工事があ

るときは、早くお声がけいただけたらと思います。 

 では、次です。４つ目としてウミガメを保護する条例について。 

 私たちウミガメ保護団体や行政の努力により、御宿がアカウミガメの上陸地であることの周

知がなされ、町民のウミガメ保護に対する意識の高まりを感じています。現在までウミガメ保

護に関する条例を有する都道府県は熊本県と高知県だけで、千葉県内の市町村ではいすみ市と

一宮町だけです。御宿町が３例目となれば先進自治体と呼ばれることでしょう。 

 そこで、御宿町ウミガメ保護条例の制定についての町の考え方をお聞きします。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） それでは、御宿町ウミガメ保護条例の制定に関する進捗につ

いてのご質問ですが、まずウミガメの本町の状況ですが、令和７年では６月に２か所、７月に

２か所、産卵のため御宿海岸に上陸いたしました。また、座礁、いわゆる死んだウミガメが打

ち上がったのは２件でございました。 
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 ウミガメの上陸の確認に際しましては、地元の方々からの情報提供によるもので、その後、

情報提供していただいた方や産業観光課職員において現地確認をして、経過観察を行っており

ます。 

 次に、条例制定の状況についてご説明いたします。 

 全国では12自治団体、県内では議員のご質問のとおり、いすみ市、一宮町がウミガメに関す

る条例を制定しております。この条例では、ウミガメや希少生物の保護やその意思、取組を承

継することを目的として掲げ、条例や規則等で制定しております。 

 また併せて、当該目的を果たす役割として、保護監視員の設置を位置づけ、監視員による保

護活動のルールについて明確化されております。この監視員は、海岸でのパトロールや産卵等

の状況について役所への連絡などを主な業務として行っておりますが、本町においては、地域

の皆さんの情報を基に有識者などからのアドバイスをもらい、産卵場所や時期、海岸の状況な

どを踏まえ、認定をもらった職員において対応しております。 

 このようなことから、本町においては、他の市町村において条例が定められております監視

員制度を活用せず、職員による対応をしているため、現時点ではウミガメ保護条例について制

定する予定はありませんが、監視体制の充実強化、海洋環境やウミガメの生息等について、町

をはじめ沿岸部の市町村が一体となって条例化の必要性が生じた場合、改めて検討させていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 当町の網代湾は、県内有数のアカウミガメの上陸地となっております。通常は６月から７月

にかけて海岸各所で上陸、産卵が確認され、８月、９月にかけてふ化、脱出しています。ウミ

ガメは非常に警戒心が強く、光を照らしたり、脅かしたりすると上陸しなかったり、上陸して

も卵を産まずに途中で海に戻ることがあります。 

 そうしたことから、ウミガメを保護することにより卵のふ化率も向上すると思います。アカ

ウミガメの産卵時期における海岸への夜間立入禁止や騒音の自粛などの規制をセットにした条

例制定であると、より効果的ではないかと思っております。引き続き調査研究してまいります。

どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、２つ目の質問です。全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現に向けた男女

共同参画社会形成の促進についてお聞きします。 

 男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆ
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る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会ですと、男女共同参画社

会基本法第２条にあります。 

 また、内閣府男女共同参画局より、第５次男女共同参画基本計画における成果目標値が各項

目ごとに設定されており、市町村職員の各役職段階に占める女性の割合、係長相当職が40％、

課長補佐相当職が33％、課長相当職が22％、地方公共団体の審議会等委員に占める女性割合

40％以上60％以下、農業委員に占める女性の割合30％、自治会長に占める女性の割合10％、消

防団員に占める女性の割合５％、地方公務員の男性育児休暇取得率30％、男女共同参画計画の

策定率、これは市町村において85％。ちなみに、この目標値は25年または25年度の目標となっ

ております。 

 そこで、当町におけるこれらの最新値、女性の割合、あとは男性職員の育児休暇率がありま

すが、どのようになっているかお伺いいたします。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） それでは、私のほうから全て、今お聞きになった割合をお答えい

たします。 

 役場職員の役職別女性割合、審議会ほかでございます。係長相当職21分の14、67％、課長補

佐相当職11分の３で27％、課長相当職13分の３で23％でございます。例年、内閣府が審議会委

員等の委員に女性が占める割合について市区町村女性参画状況の調査がございます。これにつ

きましては、町が報告している令和６年度の審議会等の委員は142分の32、22.5％でございま

す。また、農業委員会は８分の２で25％、自治会長は10分の０で０％、消防団員につきまして

は129分の０で０％となっております。また、育児休業法による男性職員の取得率、制度につ

きましては、制度の情報は発信しておりますが、現在の男性職員の取得はございません。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 押しなべて当町は近隣においても女性割合は高いほうかと思っておりますが、その中で目標

値に最も乖離しているのが、やっぱり審議会等委員に占める女性の割合かと思います。参画に

向けた女性の意識改革など含め、会議の開催をオンラインで行うなどして、育児や介護中の女

性も会議に参加しやすい環境づくりを進めて、委員の選出方法の見直し、それから各種団体へ

の女性委員の推薦の協力要請など、審議会への女性登用を進めていただきたいんですが、いか

がでしょうか。 
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○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 男女共同参画計画におきまして、あらゆる場面において男

女がともに活躍できる環境づくりに努めるということと、町民に向けての意識づくりに取り組

むということで、目標として記載されております。 

 各課において様々な会議の委員について各団体について依頼をしておりますが、男女を問わ

ず各団体のほうから推薦をいただいておりますが、今議員からお話がありましたとおり、女性

の委員選出についてもご協力いただきたい旨はお願いをしているところでございます。 

 現在、第２期男女共同参画計画の策定に向けて準備をしておりますが、そうした中でも今ご

提案がありました会議の開催方法につきましては、多くの女性の方、育児、介護されている方

も参加できるような、オンラインということも含めて検討してまいりたいと思います。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 その次ですが、やはり男性の育児休暇であると思います。これは、やはり女性だけが産前産

後休業することで発生する男女間の休暇ギャップを僅かながら埋められ、その取得率が上がる

ことで育児における女性の負担軽減になり、女性の社会進出を後押しすると思います。管理職、

委員、議員になる女性が増加すれば、活躍する女性に憧れを持つ女子の選択肢も増えていきま

す。 

 そこで、育児休暇について、過去の申請数、取得数はゼロとおっしゃいましたが、過去の申

請数、それからそれが、取得数がゼロであった理由、改善すべき点は何かお伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） 育児休業制度の関係でございます。現在のところ、男性は取得は

していないんですけれども、女性が２名取得している状況でございます。また、制度を活用で

きる職員については、育休等でその後に育児休業制度を活用するので、うちのほうで把握して

いるのが５名程度いるということでの把握をしております。その他、ちょっと把握できない、

うちのほうにお知らせしていない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、把握している中

では５名存在していると。 

 男性の取得というのは、今までもないんですけれども、今後夫婦の子育て環境の変化もござ

いますので、できるだけ取りやすいような体制はつくっていきたいと思っておりますけれども、

やはり使用する側の利用するという決断もまた一つあると思いますので、その辺がなかなか取

得に向いていないという部分もございますが、できるだけ取りやすいような環境づくりはして

いきたいというところでございます。 
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 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 男性の育児休暇取得促進などを目的に育児介護休業法が改正され、令和４年４月と10月に段

階的に施行されたものの、男女共同参画白書では、男性の育児休暇取得率について依然として

低い旨の記載があり、これを喫緊の課題として、子供が誕生する職員がいれば、その職員と上

司が面談して制度の利用を勧めるようにしていただくことをお願いします。 

 次に、育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正が本年４月と10月に施行されまし

たが、当町職員の働き方に対する影響や変化はありますか。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） 特に変化のほうは感じていないんですけれども、先ほど申しまし

たとおり、取りやすい環境づくりはしていきたいと思います。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 では最後に、第５次御宿町総合計画の前期基本計画には、障害者の雇用促進や適正規模の職

員採用に取り組むとともに、男性職員の育児参加や女性職員の活躍を推進しますとあります。 

 御宿町では、障害者や難病患者に就労機会を提供する考えがありますか。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 町で就労している会計年度職員も含んで総数128名のうち、ハンディキャップをお持ちの方

の雇用について、2.8％が基準となっておりまして、御宿町の場合は３名の方を雇用すれば基

準を満たすことになります。本年７月から充足しておりますが、基準を満たし続けられるよう

に今後も積極的に募集、採用を図っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。御宿町男女共同参画計画基本法では、女性の

増加を目指しますとしていますので、実行していっていただきたいと思います。 

 それでは、３つ目の質問となります。未知の技術である脂質ナノ粒子遺伝子製剤を非臨床試

験のまま特例承認し、予防接種事業に使用したことについてお聞きいたします。 

 私の生涯60年間に起こった出来事の中で最も衝撃的でありました。しかし、非常に重く繊細

なテーマであり、恥ずかしながら２年間も躊躇してきた質問になります。 

 日本は１人当たり世界で最も多く新型コロナワクチンを接種した国です。なぜ日本はこれほ
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どまでワクチンを打ち続けたのか。そして、現在においても一向に検証がなされないのは一体

なぜでしょうか。そこには不都合な事実から目をそらせるためのトリック、アカデミアとメデ

ィアの政府に対する忖度など、日本の社会の様々な問題が集約されていると考えます。 

 ワクチン接種・未接種にかかわらず、自分には関係のないことと思われている方がいたとし

たら、どうか目を背けずに、少しでも関心を持っていただけたら幸いです。 

 最初の質問です。町に送付された冊子及び同封書類の閲覧についてお聞きします。 

 令和６年９月下旬に川田龍平といのちを守る会から「緊急メッセージ 打ってはいけない！

－レプリコンワクチンの不都合な真実－」という冊子が、全国の自治体宛てに発送されたと聞

いています。御宿町にも届いているかと思いますが、上記資料を町の職員、議員及び町内関係

者が閲覧や回覧した記録はあるかお聞きします。 

○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（吉田和幸君） ただいまの質問にお答えします。 

 そのような回覧、閲覧等の記録はありません。 

 以上でございます。 

○２番（岩瀬環樹君） 分かりました。 

 それでは、続いて、そういった資料、これは冊子としていますが、資料などは、町のほうで

は何か規定があって、見ないとか、廃棄するとか、または読むとか、回覧するとかという規定

があるかどうかをお聞きします。ちなみに、あとどのくらいの量が、本当に読めない、業務に

支障を来すようなぐらいの数が町に送られてくるのかどうかを聞きたいです。 

○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（吉田和幸君） ただいまの岩瀬議員さんの質問なんですが、日々結構資料が

送られてくるので、内容の確認はしますが、全部を把握するというのができない部分もあるの

で、どういうものを廃棄するとかという規定はございません。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） では、目を通しているということで理解してよろしいんでしょうか。

この時期というのが、昨年９月下旬ですから、10月に届いたとしても、ちょうど時期が、恐ら

く臨時予防接種は地方自治法第２条第９項第１号に規定される第１号法定受託事務であったと

思いますが、この秋から定期予防接種となって、実施は自治事務であったかと思いますが、そ

れで間違いないでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（吉田和幸君） そのとおりでございます。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 ということは、町に裁量というかウエートが多く、町のほうでアレンジしたりすることが可

能になったというふうに理解するんですが、そういったときに、この前参議院議員の方の会か

ら送られてきたものとかが、判断の何か役に立つんじゃないかということで送られてきたんだ

と僕は理解しているんですが、これを見ることができなかった。僕も内容は分かりませんが、

見ることができなかったのは残念に思います。 

 それでは、次に質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染予防接種が開始された令和３年２月１日より令和７年３月31日まで

の期間に、御宿町民であった人の以下の情報を求めます。 

 １、生年月日または抽出日時点の年齢。２、性別。３、死亡している場合の死亡日。４、転

出している場合の転出日。５、転入している場合の転入日。６、当該ワクチン接種日とそれぞ

れのロット番号、接種ワクチンのメーカー、何回目の接種か。それらのデータの交付をＣＤ－

Ｒ等で、ＣＳＶファイル形式で保存したものを、統計を集めているので、それを町から提出し

ていただくことができるかどうか。これは情報開示請求をすればいいのかなとも思うんですが、

もう１年やっているプロジェクトなんですが、僅かながら議員による依頼によって、自治体が

自ら作成してくれたところもあります。 

 既に開示していただいた自治体の情報からいろんなことが分かっています。コロナワクチン

が効いておらず、むしろ国民の生命、健康に害をなしていたことが明らかになりつつあり、当

町は情報に協力した自治体の側でいてほしいと願っております。これについていかがでしょう

か。 

○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（吉田和幸君） 御宿町情報公開条例に基づきまして、情報の公開請求は可能

だと思います。なお、公開情報につきましては、個別に確認させていただきますので、よろし

くお願いします。 

○２番（岩瀬環樹君） 承知しました。では後日、伺って調整したいと思います。 

 この統計が、千葉県内の中核市というんでしょうか。大きな自治体で早く出していただいた

ので、それを解析すると、すごく有益な情報が得られました。 

 それが３つほどありまして、いわゆる皆さん一般的にいう死のロットと言われている番号、

特定される番号から多くの死者が出ていると。もちろん死因は分かりませんけれども、例えば
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13人、同じロット番号13人が接種していて、そのうち10人が亡くなっているという、当初から

言われていた死のロットが存在するということ。 

 それから、亡くなった方が最後の接種から３か月以内に死んでいる方が多数であるというこ

と。それから、最終接種日の前に死んでいる方々が結構多かった。これは多分独居の方で、接

種してすぐに亡くなったんだけれども、警察のほうが調べてこのぐらいの日にちだろうという

ので死亡推定日が出ているから、少しずれがあるということだと思うんですが、そういった情

報は町民にとっても必要な情報だと思っております。本当は国がやるべきですけれども、全く

国はビッグデータを持っているにもかかわらず手を出さないようにしておりますので、市民と

いいますか、国民の力でどうにかここら辺をしっかりとデータを集めていっていますので、本

当に協力いただけたらうれしいです。 

 では、次の質問です。 

 11月20日に行われた第34回感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種

健康被害審査第二部会の審査結果では、進達受理件数は１万4,461件、うち死亡一時金・葬祭

料1,862件、障害年金・障害児養育年金1,006件、医療費・医療手当１万1,593件、保留34件、

未着手821件となっていて、過去45年間に行われた接種と比べ、死亡一時金・葬祭料に関して

は、既に約７倍となっております。この史上最悪の薬害になっていることを、私たちは重く受

け止めるべきだと思います。 

 厚生労働省によると、全国で医療機関から自発報告された副反応疑い報告制度による副反応

疑い総数が３万7,555件、重篤症例9,255件、死亡症例2,300件であります。また、健康被害を

受けた本人やその家族が市町村に問う予防接種健康被害救済制度では、健康被害申請数が１万

4,269件、認定が9,310件、そのうち死亡認定が1,042件に及びます。当町ではどうでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（吉田和幸君） お答えします。 

 予防接種健康被害救済制度による死亡認定を受けるには、町のほうに申請していただきまし

て、県を経由して厚生労働大臣が認定することとなっておりますが、町への申請のほうはござ

いません。 

 以上です。 

○２番（岩瀬環樹君） ありがとうございます。 

 それでは、副反応疑いのほうは医療機関から出されるんですけれども、それに御宿町民は入

っているかどうかお聞きします。 
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○議長（滝口一浩君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（吉田和幸君） すみません。ちょっとその辺の資料を持ち合わせていないの

で、申し訳ないです。 

○２番（岩瀬環樹君） 分かりました。 

 これが、分かりやすく言うと２つ制度があって、片方は医療機関から出す、片方は本人、ま

たは身内からという形で報告をするということなんですが、これも医療機関から全然上がって

いないんです。というのは、もう既に死亡認定が2,300あるのに対して、当然その2,300人に関

しては医療機関から副反応疑いが出ている、報告が出ていなければならないはずなのに、ほん

の一部しか医療機関からは出ていないんですね。重複しているのは306名です。2,300人亡くな

っているのに、医療機関からその中の306人しか医療機関からは副反応疑いとして報告は上が

っていないということなので、この数字はもっともっと膨大な数字になっていると思います。 

 死亡症例の2,300人のうち、情報不足等により評価不能が2,287名とあります。ということは、

実際の99％以上を占めていて、残りが評価された13名の内訳が「因果関係を否定できない」が

２名、「因果関係は認められない」が11名としています。ですから、実際はもっともっと膨大

な数字になるんではないかと思っています。 

 その次にいきます。令和２年と比較して、新型コロナワクチン接種が始まった令和３年から

現在まで、国・県・町で増加した死亡者数をお答えください。 

○議長（滝口一浩君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（上野千晶君） それでは、死亡者数の推移につきまして、総務省が公表して

おります「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」に基づきお答えいたします。 

 死亡者数は、各年の１月から12月までの合計であり、直近で令和６年までの数値となります。

令和２年と比較して、令和３年から現在まで国・県・町で増加した死亡者数につきましては、

全国の死亡者数では、令和２年の138万1,568人と比較して、令和３年が６万8,252人増加、令

和４年が19万2,333人増加、令和５年が20万6,865人増加、令和６年が22万7,355人増加となっ

ております。 

 千葉県では、令和２年の死亡者数６万2,501人に対し、令和３年は3,224人増加、令和４年は

9,819人増加、令和５年は１万1,105人増加、令和６年は１万2,705人増加しており、御宿町で

は、令和２年の死亡者数155人に対し、令和３年は10人増加、令和４年は11人増加、令和５年

は24人増加、令和６年は20人増加という結果となっております。 

 以上でございます。 
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○２番（岩瀬環樹君） どうもありがとうございます。 

 お聞きになったように、我々一生懸命、皆さんと一緒に人口減少に歯止めをかけるような仕

事を一生懸命している他方で、人口がどんどん減る要因になっているかもしれないワクチン接

種を進めているという考え方もできると思います。 

 国の人口動態は、私、月例で出ているのを注意深く、この４年間見ております。累計は月別

で出ているので、今12月だから９月あたりまで出ているので、そこを全部合計すると70万人規

模になっているかと思います。先ほどおっしゃった数字足していけば分かると思うんですが、

70万人規模です。これを私たちはしっかりと検証して、次の世代、次につなげていかなければ

いけないことだと思っております。 

 それから、国の事業であるから、こんな質問はどうなんだということを、ヒアリングのとき

に課長職から複数言われましたが、そのまま黙っていることが本当にいいことなのかどうかも、

よく考えた上であります。 

 幾ら国の事業とはいえ、財政のこともあって、あれもこれもするではなくて、あれかこれか

を選んでやる時期に来ているというのも聞いておりますので、国の事業であっても地方自治体

がしっかりと考えを持って取捨選択していく時代ではないでしょうか。よく考えて、国の愚策

には加担しない姿勢を見せていただきたく思います。 

 このコロナワクチン、いわゆるコロナワクチンを善悪二元論で単純化するよりも、数え切れ

ないほど多くの後遺症で苦しまれている患者の方々や亡くなった方々と真摯に向き合うことが、

この問題の最優先事項だと思っております。それに関連した資料を用意したんですが、今日は

皆様に届いていないようなので、もし後日見ることがあれば、また見ていただきたいと思い、

質問を終わりにさせていただきます。すみません、全部終わらなかったんですけれども、次回

また持ち越しさせてください。ありがとうございました。 

○議長（滝口一浩君） 以上で、２番、岩瀬環樹君の一般質問を終了します。 

 ここで10分間休憩します。 

（午前１１時１５分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

○議長（滝口一浩君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２５分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 藤 井 利 一 君 
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○議長（滝口一浩君） １番、藤井利一君、登壇の上、ご質問願います。 

（１番 藤井利一君 登壇） 

○１番（藤井利一君） １番、藤井です。議長のお許しにより、これより一般質問をいたしま

す。 

 まず、今後の国際交流の在り方についてです。 

 本年５月31日、原町長が大阪・関西万博スペイン館を視察訪問しました。 

 次に、６月５日には、万博視察のために来日中であったスペイン上院議員友好グループと駐

日スペイン大使が来町しております。原町長のスペイン館の訪問についてのいきさつ、そして

スペイン上院議員グループがどのような経緯で来町に至ったのかを、まずは伺います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 国際交流についてなんですけれども、きっかけは４月16日に御宿町に

寄せられた一本の電話から始まっております。東京在住の方で、日頃から御宿町をよく訪れて

いる方から、大阪万博のスペインパビリオンで1609年の史実についての展示がある。御宿町の

名前も船の写真とともに紹介されていたので、ぜひ町長にお伝えしたかった。まだ会期中なの

で、機会があればぜひ訪問をというご連絡をいただきました。 

 私が昨年の12月、田邉副町長が今年４月にそれぞれ就任したこともあって、４月25日に、町

長、副町長、議長、産業観光課長で、スペイン及びメキシコ大使館を表敬訪問いたしました。 

 スペイン大使館では、万博での展示に関する話題が広がり、期間中にスペインパビリオンを

訪れたい旨をお伝えしたところ、後日万博への招待状を頂戴いたしました。その後、同席され

ていたゴメス公使参事官のご尽力により視察訪問が実現する運びとなりました。 

 先ほどあった、私が６月５日の公式来訪に先立ち、認識の深化と歓迎準備の一環として、５

月末に万博会場を訪れました。スペイン館入館時には記念帳にサインをして、谷口香織館長が

自らご対応くださいまして、展示の詳細などの説明をいただきました。 

 パビリオンに入ると、右手側にガレオン船の模型と救助という文字が展示されておりました。

日本とスペインの友情を育むきっかけとなった1609年のサン・フランシスコ号遭難・救助の史

実がイラストとともに紹介されております。これはＳＮＳ等でも、この展示を通じて初めて史

実を知った方からの声も寄せられております。 

 また、記念品として、記念カップから特別記念版冊子「ガレオン船サン・フランシスコ号の

物語」という本、600部限定のシリアルナンバー入りで、筆者の直筆サイン入りの600分の133

番目を頂きました。これらは今、御宿町の役場内に展示しております。 
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 万博訪問は、スペインと日本とのつながり、過去・未来について認識を新たにし、御宿町の

歴史的意義を改めて感じる大変有意義な訪問となりました。 

 ６月５日はすっきりと晴れまして、御宿町役場で、私のほか町議会議員、御宿町国際交流協

会、御宿町観光協会、御宿町商工会の関係者一同で、スペイン国上院議員友好グループとパラ

シオ駐日スペイン大使を心から歓迎いたしました。 

 庁舎レセプションルームで懇談の場を設け、御宿町の紹介や交流を行いました。その中で、

友好グループを代表いたしまして、マロト上院議員第一副議長より、「温かい歓迎に感謝して

いる。今回の訪問では、国会議長や政府の要人とも会談したが、今日は友情という面での特別

の日となった。日本との友情を大切にしたいと思っている」という言葉もいただきました。 

 交流を深めた後は、上陸地である田尻海岸、日西墨三国交通発祥記念碑をご案内し、月の沙

漠記念館、御宿海岸の散策を楽しんでいただきました。 

 約５時間という短い滞在ではありましたが、世界に誇る御宿町とスペインとの友情の絆が一

層深まりました。今後もこの友好関係を大切にして、両国の交流文化がさらに発展できるよう

邁進してまいります。 

 議員のお話以外に直近の出来事といたしまして、10月９日、東京でのスペインナショナルデ

ー・レセプションへの出席、10月15日、メキシコ・アカプルコ市から日本のともだち協会の市

民５名が来町され、ご案内をしております。 

 また、６月の上院議員友好グループ来町に関する友好記念プレートの贈呈のために、駐日ス

ペイン大使が12月17日に御宿町に来町されます。大阪万博のスペイン館の御宿町との関わりを

示した展示物がありますが、スペイン側と交渉を行い、町民の皆様に開示できるようになりま

した。公開時期についての詳細は、もう少し時間をいただきたいと思います。 

 これからの国際交流を進めていくにあたり、遠く離れた国ですので、交流には費用を要する

ということで、町の財政と相談しながら、また、民間の力も借りながら進めていきたいと考え

ております。 

 ６月の上院議員友好グループの訪問記につきましては、町のホームページの中の町長室に掲

載しております。また、同様の内容を五倫文庫に寄稿させていただいております。 

 以上でございます。 

○１番（藤井利一君） ありがとうございます。 

 続いて、10月８日には御宿町議会議員団が万博スペイン館を訪問いたしました。 

 そして、10月26日には、御宿町合併70周年記念式典に、メキシコ、スペイン両国の公使がご
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臨席されました。 

 この半年間で４度スペインとの交流があり、しばらくの間なかった国際交流が原町長のスペ

イン館訪問を機に再開されました。私たちも議員視察でスペイン館を訪問した際には、スペイ

ン大使館のご高配によりパビリオンの館長に案内をしていただき、館内に入り最初に目にした

のは、岩和田沖で座礁、沈没したサン・フランシスコ号の模型と当時の岩和田村の住民、特に

海女さんたちによる乗組員救助の様子がイラストで紹介をされていました。 

 今回のスペインパビリオン訪問で、御宿とスペインの歴史的史実を再確認し、スペインの方

たちが御宿との関係を非常に大切に思っていただいていると感じたところです。 

 このような流れの中、今後、スペイン、メキシコ両国と御宿町の国際交流について、町では

どのように進めていこうとお考えなのかを伺います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 今、いきさつについてはお話ししたんですけれども、先ほどちょっと

お話ししましたけれども、特に万博での展示品、これをスペイン側と交渉して御宿町のほうに

来るということになりましたので、それも含めて、どんどんそういったものを進めていきたい

と考えております。 

 また、スペインに限らず、メキシコとの交流もございますので、そちらのほうも進めていき

たいというふうに考えております。 

○１番（藤井利一君） ありがとうございます。国際交流は、町にとっても大切な事業である

と思っております。これからも積極的な事業展開をして進めていただきたいと思います。 

 次に、御宿町プレミアム付商品券の発行についてですが、御宿町では物価高騰の影響を受け、

消費の落ち込んだ町の店舗を応援し、地域経済の活性化と町民の暮らしを支援するために、11

月６日から「みんなでのりきろう！ハッピーチケット」を発行しました。 

 町内の消費の落ち込みは、物価高騰や町外大型店への買物客の流出、さらにはインターネッ

トによる購買などが考えられております。 

 このような経済状況の中、町内店舗を応援し、地域経済の活性化と町民の暮らしの支援を目

的とする今回のチケット販売は、町民の暮らしや地域経済にとっても有効な経済対策であった

のではないかと思っております。 

 そこで、今回のチケットの販売状況や事業内容の詳細を説明願います。 

 また、この物価高騰は、まだまだ底が見えない状況です。今後も、今回のような国の施策と

して交付金事業が想定されると思いますが、町としてはどのような事業展開のお考えをお持ち
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でしょうか、併せてお伺いいたします。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） それでは、産業観光課より、初めに御宿町プレミアム付商品

券の販売状況や事業の詳細についてお答えいたします。 

 プレミアム付商品券につきましては、物価高騰のあおりを受けたことから、町内における消

費活動の喚起を図り、地域経済の活性化を図ることを目的に物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金を活用したもので、令和５年度においても同様にプレミアム付商品券の事業を行って

おります。 

 今回のプレミアム付商品券「みんなでのりきろう！ハッピーチケット」は、１万円で１万

4,000円分の買物ができ、販売数は7,500冊で１人３冊まで購入できるものです。販売ができる

方は、住民票が御宿町にある方を対象としています。 

 販売期間は、令和７年11月６日から同月26日までで、土日も含めた21日間を予定し、販売場

所は御宿駅前観光案内所で10時から15時までの間、チケットの有効期間は販売当日の11月６日

から翌年１月16日までとなっております。 

 販売状況ですが、11月13日で7,500冊を完売となりました。 

 プレミアム付商品券の利用ができる町内の店舗は、前回参加した事業者に意向確認を行うと

ともに、ホームページや回覧板などを用いた参加者の募集を行いました。利用店舗の周知につ

いては、購入申込書と併せて一覧表を作成し、全戸配布を行いました。 

 事業の効果としては、消費者側からでは、１万円で１万4,000円分利用できるため、4,000円

分多く利用することができ、事業者側からでは、短い期間で多く消費するという促進効果が図

られ、地元経済の活性化につながったのではないかと考えております。 

 また、今回の御宿プレミアム付商品券事業を実施するにあたり、参加事業者の募集など、新

たなお店の掘り起こしと、町民の皆さんに改めて町内の店舗を知っていただく機会にもなった

のではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） それでは、企画財政課からは、交付金事業の今後の事業展

開についてお答えいたします。 

 去る11月21日の臨時閣議で、物価高騰対策などを柱とする国の総合経済対策が決定されまし

た。 
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 今回の総合経済対策では、物価高により厳しい状況にある国民を支援するため、寒さの厳し

い冬の間の電気、ガス代の支援など、全国一律の物価高騰対策を講じるほか、地域のニーズに

応じたきめ細かい対策を推進できるよう、重点支援地方交付金の追加交付も発表されました。 

 まだ町への交付額等の詳細が示されておりませんので、具体的な支援策の検討はしておりま

せんが、今回、国の推奨メニューに市町村に対応していただきたい必須項目として、食料品の

物価高騰に対する支援についての特別加算が追加されました。これは、プレミアム商品券やお

こめ券などが該当いたしますが、これらだけでなく、従前の推奨メニューも含めまして、重点

支援地方交付金を最大限活用し、物価高騰の影響を受けている町民の皆さんの暮らしを支援す

るため、しっかりと検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○１番（藤井利一君） ありがとうございます。 

 今回のプレミアム商品券の発行につきましては、おおむね好評であったというようなことで

理解をしております。また、今後このような交付金事業がありましたら、ぜひご検討をお願い

いたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（滝口一浩君） 以上で、１番、藤井利一君の一般質問を終了します。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 とよ子 君 

○議長（滝口一浩君） 10番、田中とよ子君、登壇の上、ご質問願います。 

（１０番 田中とよ子君 登壇） 

○１０番（田中とよ子君） 10番、田中とよ子です。議長のお許しをいただきましたので、一

般質問をさせていただきます。 

 通告に従いまして、今後の町政運営について、町長にお伺いいたします。 

 原町長におかれましては、昨年の12月24日に就任してから間もなく１年を迎えます。１年前、

新町長として庁舎内における人材を整え、新体制の下、約6,800人の首長として御宿町という

大海原をこぎ出しました。 

 船出をしてからのこの１年間、町長は御宿町のトップとして、精力的に、対外的に、それぞ

れにおいて様々な方々との交流等にご尽力されてきていることは充分承知しております。また、

町民の声を聞くなどの目的を持って「ハラを割って語る会」を実施し、町民との対話に努力さ

れていることは承知しているところです。このことについては、どのようなことが語られてき

ているのか。これらについては、残念なことですが、まだ不明の状況であります。この後、塩
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入議員から成果について等の質問があるようですので、そのときにお聞きしたいと思います。 

 一方では、議会議員との協議もいろいろされてきております。また、町長の手となり足とな

って業務を推進していく職員の声なども聞いていただくよう、以前から要望してまいりました

が、それについては各職員との話合いがされているものと確信したいと思っています。 

 これまで町内外からの方々から、どうですか、町長が替わって町は変わりましたか。どんな

塩梅ですかなどと聞かれることが多々あります。現在でも、それは続いて聞かれることがあり

ます。今までは、町長が各会議等においての挨拶などで、まだ就任して４か月ですので、まだ

６か月過ぎたばかりですのでと言われてきておりますので、住民からの質問で聞かれるたびに、

そんなに急には変わりませんよ、１年間は見守ってくださいと答えてまいりました。そんな答

え方でよかったのかどうか、今それぞれの一般質問の中で、町長が今までやってきたことを聞

いて、こんな答え方でまずかったかなと、ちょっと反省しているところもあります。 

 なかなか町は変わらないんだねなどの声も聞かれます。町長に対する住民の期待が大きいか

ら、そういうふうに聞かれるんだなというふうに痛切に感じています。 

 町長にとって、この１年間、激動の１年間であっただろうとお察ししますが、この１年間を

振り返って、どのような感想をお持ちなのかお伺いしたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 私が皆さんとともに思い描きたい御宿町の姿については、何度かお話

をしておりますが、やはり１年たつにあたって、具体的に進めるためには、周りと組織とか、

そういったものがもっとしっかり動けるようにしないと進まないなというふうに感じておりま

す。そのために、令和８年度からは重点施策を担当する新たな部署を設けて、事務とか事業を

進めることを考えております。 

 また、諸般の報告でもいたしましたけれども、御宿ビーチタウン協議会、これは非常に大き

な意味があると私は考えております。 

 以上です。 

○１０番（田中とよ子君） それでは、本題に入らせていただきます。 

 これから始まります２年目以降の町政運営についてお伺いいたします。 

 今さらっと町長おっしゃっていただきましたけれども、町政の執行はあくまでも町長であり

ます。町政運営は町長のリーダーシップが必要であり、議会での協議の中でも、議員からは

様々な意見が出ますが、それを酌み取り結論を出していかなければならないのではないかと思

います。 
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 今後の事業を実施するにあたり、経常的に行われるべき事業を除いて、従来からの計画等に

基づいた事業展開をしていくお考えなのかどうか。あるいは、原町政カラーを打ち出して、現

在の計画以外での事業の実施をしていくお考えなのかどうかを伺います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 従来からの計画等に基づいた事業展開、これはもちろん大事です。令

和７年の第１回御宿町議会定例会で、塩入議員より計画の連続性について、議決の有効性につ

いてという質問がありまして、当時の田邉総務課長が答えておりますけれども、議決いただい

た計画の可否判断について、計画はあくまでも計画であり、実施時点の社会状況や予算の制約

により、絶対にそのまま実行できるものではないというふうに答えておりますが、私も同様に

思っております。 

 第５次の御宿町総合計画実施の前期が令和８年度までとなっております。後期計画について

は、令和７年度までの実施を見ながら、令和８年度中に策定いたします。 

 それから、公約として掲げた８項目を実現するためには、就任２年目にあたり、先ほど申し

上げた新たな部署を設け、そこで進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○１０番（田中とよ子君） 町民の負託を受けて就任１年が過ぎます。２年目を迎える町長と

して、今後何をしたいのか、何をするのか。中長期的な計画についての考えを示す時期に来て

いるのではないでしょうか。 

 今後の事業等について、現存している計画との整合性について。特に老朽化している施設等、

そういったことの計画の見直しや修正等をする考えがあるのかどうか。特に、財源等を勘案し

た事業の優先順位の表明も早々に必要ではないかと考えますが、今、次期第５次計画、それを

７年度が終わった後検討していくんだというお話もありましたので、お答えがその中にあった

のかと思いますが、改めて財源等を勘案した事業の優先順位の表明も必要ではないかと考えて

おります。その点について、いかがお考えでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 今ありましたように、財源との絡みも非常に重要ですので、それを考

えながらこれからやっていく予定でございます。 

○１０番（田中とよ子君） 次に移りますが、ほとんど今までの質問等に含まれてきたことだ

と思います。重複している部分もあるのかなとは思いますが、改めてお伺いするということで

お聞きいただきたいと思います。 
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 新年度の予算編成をする時期に来ています。予算編成目標については、町長からは各所管等

には既に指示がされていると思いますが、事業実施の予算措置における財源確保の考え方につ

いてお伺いしたいと思います。 

 現状の町の財政事情ですが、義務的経費の増額については待ったなしの状態だと思われます。

関連団体への負担金等々についても、増額が見込まなければならない状況に直面していること

も避けて通れない事情があると懸念されています。 

 町が実施する事業、実施しなければならない事業についての歳入財源の確保についてはどの

ように考えられるのか。自主財源の確保は厳しい状況ではないでしょうか。 

 事業実施にあたっては、財源を起債に頼ることが多く見受けられます。起債については、あ

くまでも後世に負債を残す手段でありますし、特に少子高齢化が加速している当町では、今後

の住民への負担が大きく増えることになるのではないでしょうか。 

 今後、起債以外での財源確保について、どのようなお考えがあるのかどうかお伺いいたしま

す。特に少子化対策等を踏まえて、政策的な町長のお考えを改めて伺いたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 初めに企画財政課から、現在の町の財政状況や歳入財源の

確保の考え方等についてお答えいたします。 

 本町の歳入は、地方交付税などの依存財源が町税などの自主財源を上回っており、自主財源

の確保が重要な課題であると認識しております。 

 今後の財政見通しについては、歳入面では、国の経済対策や賃上げの動向により町税収入は

一定の伸びを期待できるものの、本町における生産年齢人口の減少傾向を踏まえれば、大幅な

増加を見込むことは難しい状況にあります。 

 一方、歳出は、議員ご指摘のとおり、高齢化の進展に伴う社会保障費や人件費といった義務

的経費、関連団体負担金の補助費等が町税収入の伸びを上回る構造となっていることに加え、

近年の物価高騰や労務単価の上昇が普通建設事業費や物件費など全ての経費を圧迫している状

況で、その結果、政策的経費に充当可能な財源が著しく減少している状況でございます。 

 また、持続可能な財政運営のため、まずは自主財源の根幹である町税における収納率の向上

や滞納整理に努めるとともに、適正な使用料、手数料の設定、町有未利用地の売却による財産

収入の増加など、自主財源の確保と計画的な基金積立てなどの取組を進め、歳入予算に合った

歳出予算となるよう、バランスの取れた予算編成を行う必要があると考えております。 

 次に、地方債の借入れについての考え方でございますが、地方債は長年にわたって使ってい
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く公共施設等を整備する場合は、将来便益を受けることとなる後世代の住民と現世代の住民と

の間で負担を分かち、世代間の公平のための調整を行う役割がございます。 

 今後予定されている大型事業、主要事業を着実に進めるためには、一定の投資的経費は必要

となりますので、その必要性や有効性、公平性などを充分に検討した上で、起債残高が増加す

ることになっても地方債の借入れは必要であると考えてございます。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、少子高齢化の時代にあっては、将来に過度な負担を残

さないようにしていくことも非常に重要であると認識しています。現在、地方債の活用にあた

っては、対象となる事業の精査に加え、交付税算入率の高い有利な地方債や償還時期が偏らな

いような借入れを行うなど、将来の負担を見据えて慎重に発行しておりますが、今後において

も町債の発行を最小限に抑えるとともに、基本的には発行額が償還額を上回らないよう努めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 企画財政課長に続いてお答えいたしますけれども、やはり起債は自治

体の借金と言われており、後世に負担を残すんですけれども、財政負担の年度間の平準化、世

代間の公平のための調整機能があること。また、後年後の元利償還金の一定割合が交付税措置

される有利なものはございます。 

 一般的な財政負担に対応するにはどうしても必要なものであると考えておりますので、償還

時期が多数重なるなど、後年後の負担が過度にならないように注意しながら、必要に応じて活

用させていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○１０番（田中とよ子君） ありがとうございます。 

 一番心配していることは、少子化対策なんですね。先ほど申し上げましたけれども、負担を

すべき人数が、今人口割合も逆三角形といいますか、一番底辺にある人数が増えていくんであ

ればいいんですけれども、減ったままで逆ピラミッド型になっていくことについて、非常に懸

案事項になるんじゃないかなというふうに思っています。 

 そのためにも少子化対策について、今後どのような政策、お考えなのかを伺いたいなと思っ

て、少子化対策についてということで最後に申し上げたんですが、それについて何かお考えは

ありますか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 
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○町長（原  宏君） 先ほど伊藤議員にお答えしましたけれども、少子化対策とか、異次元

のとは言いながら、なかなか国としても成果が上がっていないと。その中で御宿町もどうする

かというと、やはりさらに小さい町ですので、やれることには限界があると思います。 

 ただ、今できないからといってやらなかったら、将来がもっと大変になるというふうに考え

ておりますので、先ほどありましたように、そういうところを見ながら有効に活用できるもの

を使いたいというふうに、今考えております。 

 ただ、少子化対策と言われても、少子化だけやれば全部うまくいくかというと、やはり伊藤

議員からもあったように、農業とか漁業とか、産業、移住定住、そういったものと全部絡んで

おりますので、それをつなげながら一番いい方法を模索しているところでございます。 

○１０番（田中とよ子君） ありがとうございます。 

 ぜひ少子化対策、生まれることばかりではなくて、子育てをするのにいい環境づくりができ

たらいいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（滝口一浩君） 10番、田中とよ子君の一般質問を終了します。 

 ここで、午後１時30分まで暫時休憩といたします。 

（午後１２時０２分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

○議長（滝口一浩君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時３０分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 圡 井 茂 夫 君 

○議長（滝口一浩君） ５番、圡井茂夫君、登壇の上、ご質問願います。 

（５番 圡井茂夫君 登壇） 

○５番（圡井茂夫君） ５番、圡井です。通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 今回は２点の件です。 

 長年この件につきましては、私自身折衝してきました。なかなかかなわなくて、私の説明不

足が主としてあるのかなと、そんな思いもしました。 

 私は、この第１問目につきましても、一般の人がこういう事件に巻き込まれますと、かなり

車の損害、もしくは命が奪われることだと、私自身理解しております。 

 早速ですが、具体的に説明させてもらいます。 
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 高潮発生時、主として海岸ごみを伴って漁港開口部から町道に流出するので、偶然に通りか

かった車両へ、かなりの損害を与える可能性が充分考えられます。漁港開口部全体は６メータ

ーです。私が幼少の頃、小学生の頃、御宿漁港も建設されたと思われます。 

 この問題が今まであったのかどうかは、それも私は分かりません。しかしながら、現実にこ

の問題が起きていますので説明させてもらいます。 

 漁業者はその一部、約２メーターを車両の出入口として利用しています。結構重宝に利用し

ているわけですね。高潮が予想されたときは開口部を閉鎖し、平静時は開放するなどの対応が

必要だと思われます。 

 補足説明しますが、海岸ごみは比較的大型サイズのものが多いそうです。また、地球温暖化

だと思われますが、潮位の上昇現象が岩和田漁港において、漁船に乗船するとき、高さ約30セ

ンチの踏み台を利用しています。つまり単純に言いますと、30ｃｍほど潮位が全て上がってい

るんだなと、そう理解して結構だと思います。 

 ということで、この問題は、実は漁港区域と道路区域のほぼ境目にあるものですから、町に

とって、建設環境課、産業観光課の縄張のぎりぎりのところですので、なかなか折り合いがつ

かないのが実情でございます。私なんかに思わせれば、正直同じ御宿なんだから、うまく話し

合ってやればいいんじゃないのと思うわけですけれども、片や漁業組合からの負担金もあるん

だよと、それもよく分かります。でも、このことを解決しないと、あるとき見知らぬ人が、こ

の件で事故に巻き込まれる、そういう事態がある可能性が充分あるわけですから、何とか解決

してもらいたいと、そのように思うわけです。 

 そして、このことは両者が縦割りの行政の中で、こうやっているわけですから、願わくは町

長や副町長にこの件についての裁定に入っていただいて、どちらがやったほうが理屈に合うの

か、それを、私どもではできませんので、以後考えてもらいたいなと思うわけです。 

 そして、そこで開口部の工事を実施する際は、道路管理者の建設環境課が実施するのか、ま

た、漁港管理施設としての産業観光課、どちらが受け持つのか、２者の見解を述べてもらいた

いと思います。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 開口部の工事を実施する際は、どちらの課が受け持つのかと

のご質問ですが、仮にゲートの設置をするとしましたら、道路管理の観点から建設環境課が検

討、協議を進めていきます。ゲートを設置したときの影響などもございますので、産業観光課

や漁協、漁業者等の関係者と慎重に設置の検討、協議をしたいと考えております。 
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 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） ありがとうございます。建設環境課が主体的になって進めるというこ

とでよろしいんですね。ありがとう。この言葉をずっと聞きたかったんです。 

 ただ、私に言わせてもらえば、いつまでにこれをやってくれるのか。これが流れちゃいます

と、来年の３月過ぎちゃいますと担当者が替わる可能性があるんですよ。それによって、それ

は聞いていません。私は知りません。また一から私はやらなきゃいけない。そうじゃなくて、

３月中にやってもらえるんですか。それとも３月中から繰越しでもいいですよ。繰越しでも、

予算を獲得してやってもらいたいと。それが私自身の願いですけれども、どうでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 浜漁港の国道128号との交差点付近の高潮による車道へのご

みを伴う越水対策につきましては、以前から圡井議員さんから対策を講じられないかというこ

とでお話をいただいているところですが、本対策につきましては、現地を確認した際、船引場

を利用する漁業関係者にお聞きしましたところ、船引場へは車両の進入があるため進入できな

くなると困るというお話が当時ございました。 

 この場所については、ちょうどカーブのところでありまして、歩道がありません。路側帯の

設置のみのため工作物は進入口を避けた場所のみ設置する状況でございまして、進入口の脇に

設置してありましたガードレールのかさ上げ、大きいごみが引っかかるようにかさ上げをしま

して、上下２段のガードレールへと改修して、できる範囲での対策を令和５年度に実施いたし

ました。 

 ゲートの設置につきましては、漁業関係者等と慎重に検討する必要がございますので、時期

につきましては、いつということで、この場ではお答えは控えさせていただきます。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） それはつまり、この先いつになるか分からないということですね。そ

ういう理解してよろしいんですか。じゃ、まだまだ解決できないようなことじゃないですか。

あの状態だったら何らかの形でできるでしょうよ。だから、そんなに額もかからないはずなん

ですよ。 

 あなたが主体的にやってくれるということは、主体的に工事もやってもらいたいんですよ。

皆さんに安心・安全を届けてもらいたいんですよ。あれが、何がある、これが問題、そんなこ

とは、今までどおり分かっているんですよ。だから予算を要求して、かなったら、それから実

施していきますよと。多少設計期間があるから、それはもちろんすぐというわけにいかないけ
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れども、やっていきますよと。明言してくださいよ。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 漁業関係者との協議もございます。財政上のこともございま

すので、明言ということは控えさせていただければと思いますけれども、前向きに検討してい

きたいと思います。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） じゃ、いつになるか分からないと。まだまだずっとそういう形、危険

な状態を皆さんの前にさらしておくと、そういう理解でよろしいんですね。 

 大体、漁業者に相談するというけれども、あれは道路施設でやる場合は負担金はもらえない

はずですよ、通常は。その負担金をもらえるということは、利害関係者であるからこそ負担金

をもらえる状況ですからね。２分の１ずつの負担金がございますけれども、今漁業者について

は、産業観光課の課長が実際に漁業組合に行ってくれまして、そして、組合は経営が苦しいか

ら負担はできませんよということも聞いてきたということを言っているわけですよ。というこ

とは基本的に、道路予算なら何ら負担金をもらえる状況もないし、単独でできるんじゃないで

すか。もちろん話はしますよ。この部分はこういうことにしますからということはしますよ。

それを負担金の話で話すことはできないはずなんですけれども、いいや、これはもう。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 失礼しました。説明が悪くて申し訳ございません。 

 漁業者から負担金を頂くということではなく、道路管理の中でやっていくんですけれども、

予算措置につきましては設計した後、金額等ございますので、財政担当と予算措置について協

議したいということで、漁業者から負担金を頂くということでございませんので、ご理解くだ

さい。よろしくお願いします。 

○５番（圡井茂夫君） 分かりました。そういうことであれば、私もご理解、この問題につい

ては、もう二、三年やっていますから。本当に飽きるぐらいやっていまして、これで私はこの

一般質問で、もう二度と協議はしたくないと思っていますので、ひとつよろしくお願いします。 

 ですから、３月過ぎた場合だとしたら、次の課長にちゃんと引き継いでもらいたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 これにつきましては、そこまでにしまして、引き続きまして道路認定基準です。 

 御宿町は、昭和53年第４回本会議で第１回目の道路認定をしました。その後の社会的な変化、

いろんな要素はあると思いますけれども、かなり認定箇所とか、認定基準とか、何か、基準じ
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ゃないですね、道路橋は何橋あるとか、そういうもろもろ変化してきたということをお聞きし

ております。 

 まずは、町道の認定要件、町道の認定箇所は何か所か。認定される道路橋は何橋あるのか。

そのうち補修工事を実施しなければならない件数は何件なのか。補修工事の予算総額は幾らあ

るのか。この５点について、一括してお答え願いたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 初めに、道路の認定要件はとの質問でございます。 

 当町におきましては、平成29年度に御宿町町道路線の認定及び廃止基準を定めております。 

 認定の要件につきましては、道路路線の認定は、認定の範囲の道路のうち、その路線が交通

上必要と認められる道路で、その道路敷地の幅員が４メートル以上であって、かつ次のいずれ

かの要件を備えたものについて行うものとしております。 

 １つ目が、路線の起点及び終点が直接公道に連絡すること。 

 ２つ目が、路線の一端が公道に連絡し、かつ他の一端の終点に自動車の転回可能な広場が確

保されていること。 

 ３つ目が、路線の一端が公道に連絡し、かつ他の一端が公園、学校、河川等の公共的施設、

その他これに類するものとして町長が特に認める施設に連絡すること。 

 ４つ目が、路線敷地の所有者、隣接する利害関係人及び地区役員の同意が得られていること。 

 また、現に一般通行の用に供されている私有道路を認定する場合は、さらに６つの要件を備

えている必要があります。１つ目が、道路敷地を町に寄附できること。２つ目が、道路敷地に

所有権以外の権利が設定されていないこと。３つ目が、道路敷地が石標等により明確に区分さ

れていること。４つ目が、道路敷地に支障となる物件がなく、極端に幅員が不定でないこと。

５つ目が、家屋が連たんして２戸以上あること。６つ目が、道路が極端に屈曲していたり、階

段状の形状となっていないこと。 

 これらの規定及び認定の範囲として町道認定する道路は、公共的利用価値のある道路として

おり、５つの道路を規定しております。 

 これらの基準を満たすようであれば、町道の認定をするものとしておりますが、路線の認定

に要する測量及び登記に要する費用は原因者の負担となることや、路線の認定を申請する際は、

必要な申請書類を添えて申請していただくものとしております。 

 次に、２つ目の町道認定箇所については、現在1,447本ございます。 

 次に、認定されている道路橋は、現在88橋でございます。 



 

－４４－ 

 次に、そのうち補修工事を実施しなければならない件数は、令和３年度の定期点検時におい

て46橋が対象となっております。内訳といたしましては、判定３、構造物の機能に支障が生じ

る可能性があり、早期に措置を講ずべき状態、これが16橋。判定２、構造物の機能に支障が生

じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態、これが30橋となってお

りました。このうち８橋につきましては補修工事を完了しております。 

 次に、補修工事の予算総額でございます。令和４年度の橋梁長寿命化修繕計画策定時の補修

工事等の見込額になりますけれども、その時点でおよそ４億2,000万円程度となります。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） ありがとうございました。 

 次に話すこととして、補修工事を実施する予定がある橋です。その利用者が１名ないし２名

の件数は何件あるんですか。これは多分御宿にはあると思うんですけれども、何橋ありますか。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） その内ということで、利用者が１名または２名の件数は何件

かということでございました。現在、交通量の調査を実施していませんので、正確には認識が

できておりませんが、利用者が少ないと見込まれる橋の数でお答えしますと、５橋程度あると

思われます。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） 恐らく昭和53年当時の道路の認定を第１回目としてしたわけですけれ

ども、多分その中のうち、１人や２人の件数は５橋あるよと。そういう理解でよろしいですか。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） ただいまの５橋というのは、１人または２人の件数が何件か

という中で、また補修工事を実施する予定があるもの、こういった中から５橋見込まれるとい

う…… 

○５番（圡井茂夫君） ５橋。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） ５橋。５つです。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） 皆さんもご存知のように少子高齢化ですよね。そして、地方部は、さ

らに人口減少ですよね。私、結構いろいろなところ、山間部とか見ますと、本当に住んでいる

人が少ない中に町道があるんですよ。住んでいる先が１人か２人、それも高齢者ですよね。そ

れは必要性は分かるんですけれども、やっぱりこの補修とか何かには多大なお金がかかります
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よね。 

 そうした中で、特に危険だということであれば致し方ないんですけれども、ある程度この橋

を補修するにも、まともな設計じゃなくてなんて言い方はちょっと言葉は悪いんですけれども、

荷重の少ない橋、車が来るわけじゃないし、来るのはキョンとイノシシぐらいしか来ない。そ

ういうようなところが結構、七本地先、上布施地先にはあるわけですよ。そこでそういう橋は、

単に今まで道路認定して認めたわけですけれども、私は時代に即して、これもう見直していく

べきじゃないかなと。 

 先ほど話した荷重関係は、だからもっと軽い対応でいいんじゃないかという一つもあるんで

す、一つの案としてね。だんだん空き家が、そういうところも増えてきているんですよ。そこ

に本当にお金をかけるべきかなと思うと、かけるべきところにかけろよと言いたくなるような

場所が多々ありまして、その息子たちが地元に戻ってきてくれればいいんですけれども、ほと

んど戻ってきていない家庭が多い感じですね。 

 ですから、もうそういう橋はお金がかかりますから、よく見直していったらいいんじゃない

かなと思うんですけれども、どうですか。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 橋の管理にお金がかかるということでご指摘いただきました。 

 昨年実施しました七本地先での工事におきまして、２橋連なっておりました。その先が、や

はり住まう方が少なくなってということで、その際には２橋から１橋に減らさせていただいて、

今後のメンテナンスがかからないような方法も選びつつ実施しておりますので、他の橋梁をや

る際には、代替、あるいはそういう橋としての減少ができるのか、これも踏まえて実施してお

りますので、引き続きそういう視点でやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） 橋を架けるとか、道路を造るということは、利用者がここの周りの土

地を利用して、いろんな形で生産していく。それで収益を上げていく。もう一つの大切なこと

だと私は思っていますけれども、今課長が言ったように、その箇所なんか見ると所有者は一人

しかいないですよ。畑地の所有者は、その家庭のその人しかいないんですよ。 

 だから、それは工夫したということは、これは喜ばしいことですけれども、一人が住んで、

周りの土地はその人の土地全部だというような土地って、やがてはこれは申し訳ないですけれ

ども、空き家になるとか何かになって、町のほうもそういうことを対策を講じないと、これは

増えていきますよ。だから、私がそう何回こういう、ちょっとあれなんですけれども、少なく
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ともお金がかからない形で直すべきだなと思うわけです。 

 周りのその人本人だけじゃなくて、周りの土地がどこの人の土地で、実際にはそこに来るか

来ないか、利用するか、だからつまり道路を使うか使わないかですよね。そういうのもカウン

トしないと、私が今言っているのは、多分場所的には一致しているわけですけれども、そうい

う状態が徐々に徐々に増えて、さっきも言いましたけれども、イノシシやキョンのすみかにな

っちゃうような、そこにお金を投入していくべきかというのは、どうも私は疑問があるんです

よ、正直。少しぐらい我慢して歩いていけばいいんじゃないかなと。実際私そこを歩いてみま

したから。人が歩く程度は何ら支障ないですよ。郵便屋さんが来たら、道路のそんな、町道の

もっと寄与の高いところにポストを置いておいて、それで入れてもらえばいいし、宅急便屋さ

んもボックスに入れておいてもらえばいいような場所が、ここに限らずほかにもあるんじゃな

いかなと。今言った５橋のうちの１橋で、あと４橋もそういう状態じゃないかなと、私はちょ

っと類推しているんですけれども、そういう形で使うべきところに使っていきましょうよ。額

が大きいから余計なんですよ。これって3,000万円かかっているんですから、ちょっとした橋

でね。 

 その辺はそういうことにしまして、砂丘橋の補修につきましては協議会でも話が出ました。

私はやっぱり砂丘橋を補修する上で、せっかく用意されている国・県の補助金がある中で、そ

れを使うようにしないと、町民の財産が幾らあっても足りないなと、そういうイメージが私自

身は高いです。少しでも県の金を引き出してこようという。また、それだけ用意してあるわけ

ですから、引き出しに入れるわけですよ。タイミングはどうかは時期があるんだとは思います。 

 そうした意味でも、あの砂丘橋というのは、つるしびなやると必ず砂丘橋を渡ってラクダ像

を、王子様、お姫様のラクダ像を見に行くんですよ。これは見ていて本当に思いました。それ

ほど観光にとっては、本当にあそこがメッカだなと思う次第でした。 

 そうした中で、その１橋が実は産業観光課が担当だと。あとのほかの橋だと、87本は建設環

境課の橋の担当ですよ。私は、どうのこうのというより、平たく見て物事は思うんですけれど

も、産業観光課がただこれ見方するんじゃなくて、全体として費用がかからないからこそ、町

民の見方ですよ。そういう意味で、産業観光課が管理しているということは、たった１橋だけ

管理していることは無駄だと思います。これは昔の歴史があるということは聞いています。だ

けど観光課関係は補助金がないんですよ、補助金がその後の。あるのは国土交通省系の補助金

なんですよ。それを組み入れて、いろんな調査物とか何かが来たときでも、対応できるのが１

橋も46橋も、47橋も46橋も俺は変わりはないと思いますよ。こんな大胆な言い方をしちゃって
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も悪いんだけれども。 

 やっぱりそれはそれで、観光課から奪い取るというわけじゃないけれども、引き渡してやっ

ていくということが、あなたの課にとっては確かに一つ増えるから、残業が増えたりいろんな

ことをして大変なんだよということは分からなくはないですよ。でも町民から見て、我々は町

民から見なければいけないですから、町民から見てより効率的な行政運営をするには一つ分か

れる。産業観光課から建設環境課のほうに移管するのがベストだと思い、極力早く道路認定し

てもらって移管すると。と私は考えています。 

 ですから、ほかの人の意見もあるかもしれませんよね、これについては。そういうことで、

過去の経緯は過去の経緯としていいんだけれども、そういうことをやっぱり考えていくことが

大切じゃないかなと。 

 この席だからこそ、皆さんにそういう意味では判断してもらえるようなことじゃないかなと

思いまして、強いてここで挙げさせてもらいました。 

 それと、もうちょっと先、遡っちゃうんですけれども、御宿町の最初の町道は、昭和53年12

月招集の御宿町議会第４回定例会において、延長25万9,938メーター、路線数1,509本が認定さ

れました。 

 ただし一町議から、今回の路線数1,509本と多いから漏れた場合どうするかの質問がござい

ました。当時の建設課長は、改めて認定していただくとの回答があったが、今後そのような案

件が出た場合には、要件に合致すれば認定していくのか、建設環境課長、よろしくお願いしま

す。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 当時漏れていた路線の認定のお話だと思うんですけれども、

その件につきましては、今後そのような案件が出ました場合には、要件に合致、先ほど要件を

お話ししておりますけれども、要件に合致すれば認定していくのか、基準に照らしまして、新

たに町道として認定する必要があると判断いたした際は、町道として議会のほうで認定いただ

くことになると考えております。 

 以上です。 

○５番（圡井茂夫君） ありがとうございます。 

 こういう行政を扱っている人って、特に道路を扱っている人、先ほども話してくれたとおり、

認定要件は何だというと、これこれこれこれですね、ことはもちろん知っていますよね。さら

に、一般の人というのは、このことが本当に知っているかというと、過去に何かしらのやった
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ことがある人はもちろん知っていますよね。ほとんど、私何％なんていうことは言えないんで

すけれども、言葉であやでいうのなら80％以上の人は、この件を私は知らないのが普通だと思

っています。これって何って、また初めから勉強するような年代でもないし、だから知ってい

るつもりで行政側は話していると思うんですよ。それは当たり前のあれですよね。ところが、

一般の人は本当に知らないんですよ。こうしてやればやってくれるの。じゃ、いいよいいよ。

こんな感じで全体を含めて理解し合うわけですね。肝腎要のところは本当に押さえておけばい

いのに、押さえるという知識がもともとないと思うんです、私は。経験した方はさっき話した

ように持っていると思いますよ。でないと、やっぱりその流れに沿えなく、やってくれるもん

だなということですね。一般の人は善意に考えて、後からあの人やってくれなかったよと、そ

んなような捉え方をするのが、私は普通だと思うんですよ。 

 そんなケースの方は、やっぱり取り残されていっちゃうんですよね。何言っても理屈的なこ

とも分からないし、本当に無邪気というか、無知って、この言葉本当に言っては申し訳ないで

すよ。無知な感じですから。その辺をやっぱり行政側はちゃんと拾い上げて、ほぐして、こう

いうことを言っているんだなということを、ぜひやってもらいたいなと思います。 

 いろいろ言いましたけれども、ひとつ前向きに対応していただければありがたいと思います

ので、今後ともよろしくお願いします。 

 以上で私の質問は、終わらせていただきます。 

○議長（滝口一浩君） 以上で、５番、圡井茂夫君の一般質問を終了します。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 塩 入 健 次 君 

○議長（滝口一浩君） ３番、塩入健次君、登壇の上、ご質問願います。 

（３番 塩入健次君 登壇） 

○３番（塩入健次君） ３番、塩入です。議長よりお許しをいただきましたので、一般質問の

ほうをさせていただきます。 

 まず、１番目といたしまして、町の情報発信、ホームページ、ＳＮＳ、防災無線等について

お伺いしたいと思います。 

 １つ目、町のホームページ、ウェブサイトですね。これは見た目、機能面において、現状で

は非常に陳腐化したイメージを受けます。この現状の仕様になったのはいつ頃なのか。また、

この陳腐化した状況をいつまでも放っておくのではなく、今後リニューアルするという予定が

あるのかどうかということについてお伺いさせていただきます。 
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○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 現在のホームページにつきましては、安全で効率的な運営

を図るため、管理サーバーのクラウド化と、シンプルで見やすく、情報が探しやすいホームペ

ージを目指しまして、令和３年度にリニューアルを行ってございます。 

 現在、議員ご指摘のとおり、なかなか探しづらいといったような状況がありまして、現状の

ホームページとして課題があることは認識してございます。 

 今後、リニューアルの予定はあるかとのご質問でございますが、情報の収集にはインターネ

ットが欠かせない時代となっておりまして、ホームページは重要な情報源となってございます。

多くの方が自治体の情報をホームページから収集されることから、閲覧者に知りたい情報を分

かりやすく提供することはもちろん、アクセシビリティーへの対応やスマートフォンでの機能

性の向上など、現在全面的なリニューアルに向け検討を始めているところでございます。 

○３番（塩入健次君） ありがとうございます。 

 令和３年度なんですか、今の状況になったのが。随分新しい、つい最近のことなんですけれ

ども、それだけ今のホームページというのが、ちょっと昔のホームページがあまりイメージが

湧かないのですけれども、そんなに新しいんですねということ、改めて分かりました。 

 これは多分皆さん感じていると思うんですけれども、全体を通してまず表示が遅くて、私の

イメージですけれども、無駄に画像が多くてデータの読み込みに時間がかかるとか、そういう

ような印象を受けます。特に最初のページですね。無駄に時間がかかって、ようやく開いたと

思ったら、ただ４つのメニューを選ぶだけという無駄なページがあって、そこから、暮らし、

行政とか、移住定住とか、そういうのを選んで、ようやく本題のページに飛べるというような

ことで、通常、最初のページに、やっぱり一番載せたい、最新情報とか、更新履歴みたいなの

が出てきてほしいなというふうに、私のほうはすごく思うんです。 

 また、今回の質問にあたって、私は少しホームページ、いろいろ触らせていただきました。

そうすると、例えば何かの情報を探したいということで、ぱっとひらめいたのが帯状疱疹ウイ

ルスの助成を受けるにはどうしたらいいんだろうみたいなものを調べてみようと思いまして、

ホームページ最初の画面にライフシーン別検索というのが一番大きく出ます。今日は昨日の地

震の影響で緊急情報が出ていますけれども、これが一番メインで最初に出てくるんですけれど

も、私これで帯状疱疹ウイルスのワクチンということで、健康・医療というのを選んだんです

けれども、そこには出てこないんですね。 

 結局、もう分からないからいいやと思って、検索のキーワードを入れて検索して、ようやく
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たどり着いたということなんですけれども、それとはまた別に、以前第２回の定例会で、民生

委員の周知が足りませんよということで、私ご指摘させていただいたところ、そのページが新

しく追加されたんですけれども、それがライフシーン別検索のごみ・リサイクル、これを選ぶ

とそこのページに出てくる。何で民生委員の情報がごみ・リサイクルの中に出てくるのか理解

に苦しむわけです。そういう部分でホームページの管理というものが非常にできていないとい

う印象を受けるんですけれども、そのあたりについてご説明お願いできますか。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 以前岩瀬議員のご質問にもお答えさせていただきましたけ

れども、現在のホームページは、現行のホームページへのアップまでが各課で対応している状

況がございまして、企画財政課のほうで定期的にはチェックをかけまして、リンク先の張り間

違いであったりとか、今議員さんからお話ありましたとおり、ライフシーン別から検索をかけ

た場合と、通常の課という、通常の行政業務からかけた場合で、表示の仕方が差異があるとい

うようなところが見受けられるところは、定期的に確認した上で原課のほうに連絡をして直し

ていただくというような仕様を取ってございます。一括管理という形を取っておりませんので、

現状そういった形でホームページ上の差異というか、間違いがあって、それについて全てのチ

ェックができていないという状況が現状のホームページの管理運営上にはございます。 

 その点も、今検討している中では非常に費用的には大きくなるんですけれども、入力にあた

って、ある程度の基準、そういったチェック体制が取れない場合はアップができないというよ

うな、自動的なそういったシステムを導入ができるんじゃないかということで、そういったこ

とも踏まえて、改善に向けて検討しているところですが、現状についてはそういった形で漏れ

てしまっているのがあるということでございます。 

○３番（塩入健次君） 今おっしゃられたように、以前も岩瀬議員のほうからホームページの

いろいろ表記の違いであるとか、そういうものが統一されていませんよということで指摘のほ

うはされていて、今後、マニュアルに沿って庁舎内で研修を実施していかれるというようなご

答弁をいただいていますけれども、今のページを全部見直して統一させるという作業は膨大な

作業になるのでとてもできないと思うので、やはり一からホームページのリニューアルという

ものを最優先に考えるということが必要ではないかと思います。その辺考えておられるという

ことですので、ぜひともですね、基本的に御宿町、どこにあるの、何があるのって、知らない

人がまず御宿町と調べて出てくるというところで、町の顔とも言える存在でもありますので、

リニューアルのほうも含めてご検討いただければというふうに思います。 
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 続きまして、閲覧数の解析ということで、閲覧数のほうの解析を行えば、閲覧者の関心の高

い情報というものが把握できると思いますけれども、現状のホームページで閲覧頻度の高いペ

ージというのは、どういったページになるのかということでお答えいただければと思います。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 閲覧頻度の高いページはどれかというご質問でございます

が、閲覧頻度につきましては、その月のイベントや事業等により大きく変わってきますので、

直近ではプレミアム商品券のページの閲覧数が一番多くなりましたが、令和６年度の年間閲覧

数が一番多かったページは、御宿ウォーターパークの閲覧でございます。また、年間の検索数

におきましても、ウォーターパークが一番多く検索されているという状況でございました。 

○３番（塩入健次君） ありがとうございます。 

 先ほどの情報のたどり着きにくいよという話とも関連するんですけれども、閲覧頻度の高い

ページというものが当初から分かっているのであれば、なるべくそこのページには容易にたど

り着けるような工夫をするとか、そういうことも考えられると思いますので、そういったこと

の対応についても、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、現在町が公式に発信しておりますＳＮＳというのが、旧ツイッターのＸにより

ます御宿町広報係、これが企画財政課の所管となっていて、こちらＯＮＪＵＫＵナビというも

のが産業観光課の所管となっております。また、地域おこし協力隊によるインスタグラムのア

カウントがまた別途あるようですけれども、町の直接管理しておりますＸのほうの２つのアカ

ウントについて、その発信内容、発信頻度などを踏まえた効果をどのように捉えているかお伺

いいたします。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） それでは、初めに、企画財政課が運用しております広報係

のＸについてお答えいたします。 

 広報係のＸにつきましては、各課から依頼される情報や広報の特集ページのお知らせなどを

発信してございます。最近では、津波警報などの緊急防災情報のほか、商品券の販売状況やパ

ブリックビューイング開催の周知、また御宿町が紹介されるテレビ放送の告知などを発信して

います。 

 Ｘの投稿頻度が少ないため効果を検証できる状況にございませんが、Ｘは若者を中心に利用

者が多く、そのリアルタイム性と拡散力に加え、文字だけでなく画像など視覚的に情報発信が

でき、地域の魅力をダイレクトに伝えることができますので、自治体の広報活動においては有
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効的なツールの一つであると認識しております。 

 今後は、Ｘの特性を生かしまして、できる限りリアルタイムで旬な情報を発信し、Ｘの効果

的な活用に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） 続きまして、産業観光課では、こちらＯＮＪＵＫＵナビの状

況についてお答えいたします。 

 まず、フォロワー数ですが、本日、12月９日付で現在2,037名となっております。その発信

内容ですが、町営ウォーターパークや海水浴場などの情報、ビーチバレーボール大会や町にと

って関係性の高い事業、イベントについて、期間や時間、場所などをはじめ、見どころなどに

ついて周知しているところです。 

 掲載による効果については、正式な数字としては把握することが困難ですが、町営ウォータ

ーパークでは小イベントの情報を掲載することで利用者の増加につながるなど、効果はあった

と考えております。 

 また、他のイベントについても、見ていただいた方がどの程度参加したか、この辺もなかな

か確認のほうが取りづらいですが、本町で行われるイベントを知ってもらうきっかけにはなっ

たと思っております。 

 発信の頻度については、町営ウォーターパークについては毎日掲載し、その他の企画展やイ

ベントなどについては開催前に掲載するなど、情報提供に努めているところです。 

 以上でございます。 

○３番（塩入健次君） ありがとうございます。 

 確かに、産業観光課のほうのこちらＯＮＪＵＫＵナビは、夏場とか連日のように、ウォータ

ーパークの状況ですとか、満員で入れませんとか、そういうことが発信はされておりました。

また、津波で今日は閉鎖しますとか、そういうことが発信されているのは確認しております。 

 また、広報係のほうのＸなんですけれども、かなり発信頻度が少ないように見受けられます。

町ホームページのほうのソーシャルメディアの一覧というページのところで、目的のところに、

幅広くタイムリーな情報発信を行うためというふうに目的が書かれているんですけれども、果

たしてこれは、広報係という名称もついているというところで、その役割を果たしているのか

どうかというところに、そこが私疑問を感じるのですが、この発信頻度について、もうちょっ

と、何でこんなに少ないのかというところをお伺いしたいんですけれども、お願いできますか。 



 

－５３－ 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 広報係のＸにつきましては、2012年からスタートしてござ

いまして、取材等で外に出かけた際に係の者が見てきた情報を伝えたり、また各課から、こう

いったものを告知してほしいというものを取りまとめてお知らせするためにスタートしたんで

すが、今議員ご指摘がありましたとおり、実際には広報が発行されたときのお知らせであった

りとか、こういった緊急なお知らせ以外はほとんど発信できていないという状況で、先ほど申

し上げましたＸを効果的に利用しているとは言い難い状況でございます。 

 今後につきましては、広報係は外に出る機会も多くありますので、行事のお知らせだけでは

なくて、広報係が出ていって、まちの様子であったりとか、そういったものも発信できるよう

に努めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○３番（塩入健次君） 承知いたしました。 

 このＸの両アカウントですけれども、運用ポリシーというものが定められておりまして、町

のホームページにも記載がされています。今答弁にもありましたけれども、様々なイベントな

ど実施されているんですけれども、Ｘにて発信されるもの、されないもの、その境界線という

のがすごく曖昧というか、広報紙新しいのが発行されましたよというのも、その月によって出

たり出なかったりという状況が散見されるわけです。 

 この対応がまちまちなことについて答弁を求めたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 今議員ご指摘のとおり、Ｘやインスタグラムなどの利用に

あたりましては、御宿町ソーシャルメディア活用ガイドラインに基づきまして、各課において

アカウント運用ポリシーを作成し、情報発信を行う目的や内容等を設定して運用しているとこ

ろでございます。 

 情報発信の基準については、行政情報全般はもちろん、イベント情報や観光スポット、その

他地域に関する情報などが中心となりますが、運用時における情報発信の内容選定やタイミン

グなどは、各課において作成するアカウント運用ポリシーに基づき適宜決定して実施している

状況です。 

 広報係のＸにつきましても、この運用ポリシーに基づいて発信の内容等を選定してございま

すが、先ほどお話ししましたとおり、町に関する情報であれば、ガイドラインに定めてありま

す禁止事項以外は原則的にはお知らせできるようになっておりますので、本来は、今先ほど申

し上げましたとおり、町民のいろいろな活動であったりとか、子供たちの活動であったりとか、
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地域の情報であったりということで、基本的に、ある意味、職員のほうが随時発信することが

できるような状況になっておりますが、その辺は私も含めまして、基本的にそういったところ

まで詳細に見ていないというところで、広報につきましても、今議員ご指摘ありましたとおり、

載せる月もあれば、載せていない月があるということで、こういった運用ポリシーに基づいた

Ｘの活用ができていないという状況でございますので、その点は充分に反省いたしまして、今

後につきましては効果的な活用に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○３番（塩入健次君） ちなみに、このＸのアカウントの更新をされる担当者というのは、１

名でやられているんでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 広報係１名でございます。 

○３番（塩入健次君） 産業観光課のほうは。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） 産業観光課のほうでは、２名で随時確認ができ次第、掲載す

るように努めております。 

○３番（塩入健次君） ちなみに、掲載にあたって、担当者が独自に発信を行うということで、

例えば上の人の確認を、どういうことをどういう文面で載せるかの確認というようなことはし

てから発信するとか、そういう手順を踏むとか、そういうことがあるんですか。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 一応発信前に、発信の画面、写真、画像等は、私と管理職

で確認をさせていただいて、オーケーを出してから掲載するという形でございます。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） 産業観光課におきましては、特に夏の町営ウォーターパーク

の情報、ショーイベントにつきましては、担当者のほうで期間のカレンダーに沿って掲載のほ

うをしているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○３番（塩入健次君） ありがとうございました。ぜひとも、今後とも効果的な運用に努めて

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、防災無線に関連してなんですけれども、防災無線、補助金を使って整備されている

ということを伺っておりまして、その性質上、流せる情報の種類に制約があるというふうに伺

っております。 



 

－５５－ 

 この防災無線の運用ポリシーについて情報が分かりませんので、説明をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） それでは、防災行政無線の運用ポリシーというご質問でございま

す。 

 防災行政無線は、防災行政用無線局運用細則というものを決めてありますので、その中の３

条の放送事項により運用されております。地震・台風等の非常事態に関するもの、人命、その

他特に緊急重要なこと、町行政の普及及び周知連絡に関することとなっております。 

 主に、町主体の事業ということで絞らせていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○３番（塩入健次君） 承知いたしました。 

 私はちょっと、防災無線の、その次の質問の部分に入りますけれども、どういう情報が発信

されているのかというのを、メール配信サービスのバックナンバーのほうで調べさせていただ

きました。 

 そうすると、確かに行政に関連することという範疇に入るのかもしれませんが、一番多いの

はやっぱり町民清掃の案内。火災、あとは警報・注意報、こういったものは防災無線の趣旨に

沿ったものかなというふうに思いますけれども、それ以外、選挙の案内ですとか、いすみ警察

署からの、不審電話がありますので気をつけてくださいみたいなものとか、もしくは新学期が

始まるので子供たちの見守りをお願いしますみたいな、防災無線としての趣旨、また行政に関

連するとはいえ、ちょっとどうなのかなというようなものもありますので、例えば、もっと町

のイベントの告知みたいなものを防災無線で流すということはできないのかどうかということ

でお伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） 町主催のイベントにつきましては、事前に広報紙やホームページ

等での事前告知を行っております。イベント当日の天候不順によるイベント中止など、急遽や

むを得ない理由により防災行政無線で周知することがあるにいたしましても、運用細則以外で

の運用は考えておらず、防災行政無線での放送は歓迎されている方ばかりではないというとこ

ろです。 

 今までも選挙等で何回も投票率を発表してきていたところが、今はもう半分に減らしている。

これは住民の方からうるさいというような話もございまして、絞ってきている部分もあります。



 

－５６－ 

運用に際しましては、極力できるだけ流さないというのが一番住民にとっては静かでいいとい

う部分もございますけれども、必要最小限で放送をしていきたいという部分もございます。 

 今後も、この細則を中心に考えて判断をしていこうと思っておりますが、先ほど申しました

回数の表示いただいておりますけれども、全て必要ということで判断をして放送しております

ので、その辺は御了解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○３番（塩入健次君） 例えば今年の夏なんですけれども、公民館で高校野球のパブリックビ

ューイングをやりますというような放送が流れまして、珍しいこともあるもんだなと、私はす

ごく思ったんですけれども、あれに関してはどういう判断の上で放送されたのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（滝口一浩君） 田邉副町長。 

○副町長（田邉義博君） 議員のご指摘のように、あまり例のない放送でございました。ただ、

背景を申し上げさせていただきますと、パブリックビューイング、山梨学院が勝ち進んできた

ということが急に分かってきたわけで、住民の方が選手で入っているということが分かりまし

て、急遽パブリックビューイングを決定しまして、それに関しまして、パブリックビューイン

グは本町ではやったことがなかったので、どのような手続が必要なのかということで問い合わ

せましたら、普通は１か月以上前から申し込まないと無理なんですよというようなことだった

んですけれども、何とか頼み込みまして１日で許可をいただきました。 

 そうしますと、住民の皆さんにせっかくパブリックビューイング開催するんですけれども、

周知する手だてがなかったので、これはほかに方法がないということで放送させていただいた

もので、例外中の例外でございまして、次回はあまりこのようなことないようにしたいと考え

ております。 

○３番（塩入健次君） 今後はこのようなことないようにというお話なんですけれども、私ど

んどんやったほうがいいんじゃないかというふうに思う派なので、今総務課長のほうから、あ

まり歓迎されない部分もあるのでということでしたけれども、適宜判断のほうをしていただい

て、実際パブリックビューイングをやったという実績がありますので、今後とも必要な放送、

必要な放送というのか、もっと町民のみんなが幸せになれるような、そういう情報であればど

んどん流していただきたいと思いますので、柔軟な運用をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 町の情報発信については以上とさせていただきます。 
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 続きまして、町長が就任以来、定期的に実施しております「ハラを割って語る会」というも

のの成果についてということでご質問させていただきます。 

 これまでにも、こういう場で適宜前回の参加者は何人でしたというような報告も受けてはい

るのですけれども、改めて最初から今までの実施回数とそれぞれの参加者、もしくはグループ

で来られた方についてはその団体数ということで教えていただければと思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 「ハラを割って語る会」ですけれども、第１回目、５月８日、12組14

名、キャンセルが１件、第２回は６月24日、６組９名、第３回は８月19日、２組４名、第４回

は公務の都合で分散して開催いたしまして、10月６日に１組１名、10月16日、１組２名、第５

回は11月12日、１組２名、キャンセル１件です。５回の合計が23組31名です。 

 また、非公式ではありますけれども、４月22日に交流スペースかぐやでミニトーク、10月18

日御宿台秋祭り会場で子供たちとのハラトークを開催しております。 

 以上です。 

○３番（塩入健次君） ありがとうございます。 

 次なんですけれども、開催を告知する文書には、町民と行政の協働による町づくりに生かし

ていきますという文言があります。実際に今後生かしていく予定、もしくは既に何らかの形で

実行に移しているというようなご意見はあったのかどうかということでお伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 実際には何件かあります。 

 まず１つ目に、ｅスポーツを活用した地域振興についてという提案がございました。これに

ついては、今社会福祉協議会で実施しております。 

 ２つ目として、在宅の終末医療と医療体制についての提案というのがございました。提案で

は、リモート診療を行いたいという申出のあった東京在住の医師の方がおられまして、その方

とは、語る会の後、町内の医療関係者と会っていただいて、今話合いを進めているところでご

ざいます。 

 会の提案についてなんですけれども、早急な回答を求めてくるという方はまだおりません。

これからの御宿町についての前向きな提言というのを受けております。また、広報のお知らせ

でもお願いしているんですけれども、町への提案としてのお話をしたいので、単なる要望、こ

れはおのおのの部署で対応となるということを了承していただきたいというふうに思っており

ます。 



 

－５８－ 

 以上です。 

○３番（塩入健次君） これは、個別の意見について何らかの形で参加者に回答しているんで

すかというのも含めてご答弁いただいたということでよろしいですか。分かりました。 

 この告知の文言なんですけれども、ホームページの画像と10月10日のお知らせ版を載せまし

たけれども、例えば「キョウドウ」の文字が、共に働く的な、共にというか、協力して働きま

すよというようなのと、同じという字の共同と、また生かすの文字も、生きるというものと、

活動の活などと、ちょっと表記にばらつきがあるんですけれども、これはどっちが本物なんで

すかね。本当なんですかね。これは言葉の意味が違ってきてしまいますので、どちらが正解な

のか教えていただけますか。 

○議長（滝口一浩君） 田邉副町長。 

○副町長（田邉義博君） こちらは校正段階でのチェック漏れが原因です。申し訳ございませ

んでした。今後は、このようなことのないように事務を進めてまいりたいと考えておりますが、

正解はホームページでございます。 

○３番（塩入健次君） 分かりました。ぜひ間違いのないようにお願いしたいと思います。 

 続きまして、参加された町民の方々、町長とお話しになって、どのような反応をされていた

かということをお伺いしたいんですけれども、町長と、あと副町長も常に同席されているとい

うことですので、客観的に副町長から見た印象も、ぜひお二方にお伺いしたいんですが、よろ

しくお願いします。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 参加者の方からは、おおむね好評をいただいております。参加者の方

からは、なかなか町長さんとお会いする機会がないので、いい機会をもらえたという声がかな

り多くございました。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 田邉副町長。 

○副町長（田邉義博君） ただいま町長がお話しされたとおり、なかなか町長とお話などする

機会がないところで、いい機会を与えてくれたという声が多いです。また、こういうところで、

まさかこういうしゃくし定規なところで話をするとは思わなかったとか、もうちょっとリラッ

クスできるような話し方ができないかなんて、そういうことを言う方もいらっしゃいますけれ

ども、これ１回きりではないので、また違うテーマで同じ方が何遍参られても結構ですので、

また引き続き続けてまいりたいと考えております。 



 

－５９－ 

○３番（塩入健次君） ありがとうございます。副町長、すみません、勝手に振ってしまいま

して申し訳ございませんでした。通告なしで申し訳ございません。 

 それでは、全体として、「ハラを割って語る会」、これの成果を町長のほうはどのように捉

えているのか。また、今、今後も続けていきますというような副町長のお話がありましたけれ

ども、今後この会をどうやっていくのかということについて伺いたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 貴重な町民の対話の場だと考えておりますので、まだまだ継続して行

ってまいります。 

 あと、この先の予定なんですけれども、12月18日交流サロンかぐやで、またハラトーク。そ

れから、「はら町長とハラを割って語る会」は、１月15日と２月19日に現在開催を考えており

ます。 

 以上です。 

○３番（塩入健次君） 先ほどの質問でも、現在計画が進行しているものがあるという答弁も

ございましたので、一定の成果はあったというふうに私のほうも捉えさせていただきます。 

 この会のそういう意義があったということであれば、ぜひとも町長おっしゃるように、今後

とも町民の意見を聞く場として継続して行っていただきたいと思いますが、やはり若干会を追

うごとに人数が少なくなっておるんですけれども、その点についてはどのようにお考えですか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） これは、皆さんがどう捉えているかもあるんですけれども、確かに一

番最初の頃はあったんですけれども、やはり単なる要望というのも多かったのも事実でござい

ます。そこで、いろいろ時間配分とか、ただ言いっ放しで終わったり、対話をする時間がなく

て一方的に言われて終わっちゃったりとか、そういうのもあって時間配分を変えたり、あと単

なる要望でしたら、それぞれの部署で聞きますからというところで改善を行っているところで、

そういったことでまだまだ進めようとは思っております。 

○３番（塩入健次君） 分かりました。 

 １回目が結構いっぱい来たので、単なる要望も含めていっぱい来たので、２回目からちょっ

とレギュレーションを変えたので若干減ってきていますよということでよろしいですか。あり

がとうございます。 

 最後になりますけれども、前々回の定例会で田中副議長、また前回の定例会で私のほうから、

町民だけではなくて、役場の職員とも腹を割って話す機会をつくったらいかがでしょうかとい
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うような要望をさせていただいております。そのたびに、町長はこれからやりますというよう

な答弁をされているんですけれども、それはその後どうなったのかということでお伺いします。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） いろいろスケジュールが詰まっていて、町民との語る会の設定にもち

ょっと苦労している状況でございます。職員との対話については、事業提案とか、そういう仕

組みの中でつくっていきたいなと今考えております。ちょっとスケジュールがタイトで、なか

なか動けないもので。 

○３番（塩入健次君） ということは、やっぱりこれからやりますということでよろしいんで

すか、今回も。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） ですから、そういった対話については、対話というほかに、事業提案

の仕組みとか、そういったところでやっていこうと考えております。 

○３番（塩入健次君） そういう別の枠で機会を設けるのではなくて、業務上のやり取りの中

で対応していくと、そういうことでよろしいですか。分かりました。 

 前回の定例会で、人事異動などに関しても、まだちょっと職員との信頼関係が築けていない

中で、大幅な人事異動やり過ぎじゃないですかというようなことも指摘させていただいたんで

すけれども、これまた来年４月にそういう人事異動はあるわけですけれども、それまでにそう

いった職員の人となりを把握するとか、信頼関係を築くとか、そういうことができていないと、

また混乱を招く原因になるのかなというふうに思っています。それまでにぜひそういう機会を

設けていただいて、来年４月の人事ではそういうことがないようにと、いろんな職員の適材適

所、人事を行うためにも、そういう機会を早めに設けていただけたらなというふうに思います。 

 また、先ほど新しくいろんなことをやるための部署をつくりますというようなお話もされて

いるんですけれども、そういったことも含めて、来年の人事異動については、そういうことも

加味してやっていただけるのかどうか、それを答弁お願いしてよろしいですか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） いろいろ考えながらやります。 

○３番（塩入健次君） ぜひ役場内のいろんな環境も、活性化含めて必要なことだと思います

けれども、職員たちとの連携も非常に重要だと思っていますので、頑張って時間をつくって、

職員との対話をしていただければと思います。 

 私のほうの一般質問は、これで終わりにいたします。ありがとうございました。 
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○議長（滝口一浩君） 以上で、３番、塩入健次君の一般質問を終了します。 

 ここで10分間休憩します。 

（午後 ２時５１分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

○議長（滝口一浩君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時０２分） 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◇ 石 井 芳 清 君 

○議長（滝口一浩君） ８番、石井芳清君、登壇の上、ご質問願います。 

（８番 石井芳清君 登壇） 

○８番（石井芳清君） ８番、石井です。通告に従いまして質問いたします。 

 町長の政治姿勢について４点お伺いいたします。 

 まず１点目であります。就任して１年の所感を伺います。今日４点でありますけれども、

ほとんどが多くの議員が同様な質問をしておりますが、答弁もいただければと思います。 

 原町長は就任して間もなく１年を迎えますが、町民の皆さんからは何も変わらない、何をや

っているのか分からないという声も少なからず聞かれます。原町長は、こうした声にどう答え

るのかも含めまして、改めて答弁を求めるものです。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） この１年間、どのように物事を進めていけばよいのか、いろいろ試行

錯誤をしてきております。議員のおっしゃる町民の皆さんの中から、何も変わらない、何をや

っているか分からないという声も少なからず聞こえるということでしたので、こうした声を聞

いて対話をして進めるために「はら町長とハラを割って語る会」を立ち上げておりますので、

ぜひこの会に参加してお話をしていただきたいと思っております。 

 また、先ほどの田中議員もありましたけれども、１年でそこまではというのもありますけれ

ども、着実に進めていきたいというふうに考えております。 

 前町長の体制が16年続いたということで、役場内の組織も膠着したという印象を受けており

ますので、こういった重点事業を進めるためにも、部署を設けて、御宿駅西側の開発とかビー

チタウン協議会と、空き公共施設の活用などを進めてまいりたいというふうに考えております。 

○８番（石井芳清君） 分かりましたと申しますか、１年間で町長の公約、また町民からの声、

それでこの１年間、そういう町民の声ですね。どこに何が問題あるのかということを、私なり
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に考えたわけでありますけれども、それで改めて私自身この１年間振り返りしました。 

 それで、１部コピー持ってきてございますけれども、これは広報１月号の２ページですね。

町長と議長という形で年頭の所感、一般的には年頭の所感と言われると思うんですけれども、

こうした町づくりを１年間進めていきますよということで、町長として、議会の長として、町

民の皆さん含めまして談話を寄せているということだろうと思います。 

 それで、幾つか次の質問とも当然関わってくるんですが、私から説明するのもおかしいかも

分かりませんけれども、少し読ませていただきます。 

 12月24日付で町長に就任いたしました。これからの町の方向性について定めていくことに責

任の重大さを痛感しているところです。 

 町づくりには、町民の皆さんの知恵や力が重要です。そのための新しい仕組みと協調関係を

つくります。 

 町民の皆様の声に耳を傾け、向き合ってまいります。民間の考えを基に、町民と職員と議会

と一緒になって対話をし、明日の御宿町のデザインをつくります。討論会を開催し、町民の皆

様と議論を深め、幅広い知見を集約します。一案に肩入れず、公正に検討できるよう専門家を

招くなど工夫いたします。 

 御宿町において、町民の皆様の満足度を高めることが行政の目標であると考えています。 

 御宿町を町民の皆様、職員、議会と一緒に明日の御宿町を考えてまいります。一緒にやって

いきましょう。大事なのは挑戦することです。 

 ごくかいつまんで紹介をさせていただきました。 

 これが町長就任して、町民の皆さん、議会、職員に対するメッセージだと思うんですね。私

はこれを思い出しました。そして、その中で議会は何をできるのかということで、議長ともそ

うですし、議会でも事あるごとに様々なことを協議しながらひとつひとつ進めてまいりました。 

 前回もお話しさせていただきましたけれども、御宿町議会、私が再度議会に上がらせていた

だきまして、議会基本条例をやりましたですね。それに基づいて議長から指示をいただいたり、

その実証方法ということで具体的な課題に対して議会として何をすべきかということで、ワー

クショップ等、視察等含めて、様々なことを私自身も無我夢中でやってきました。その結果が、

全国表彰を頂いたということだなと思います。 

 町長が年頭の所感を出された町への方針、それから様々な行政の仕事のスタイル含めて、そ

れから意思決定について、全てここにきちんと書かれているわけですね。これが町長の御宿町

に対する様々な町民、職員、また議会に対する町の行政マネジメントというんですか、方向性、
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方針である。そういう形で来ているというふうに理解しております。 

 ですから、就任後、１月でしたか焼津市に行きまして、自治基本条例について学びに行きま

した。 

 そのときは議会だったんですけれども、次に議長から町長にこういう形でこれからの町づく

りについて、この方針に基づいて、町長も同行されたらいかがですかということで、一緒に行

かれたというのが経過であったろうと思います。 

 また、この夏には、町長から逆に小菅村って、こういう地方創生最先端を行っている自治体

があるということで議会にもお話がありまして、議長から、じゃ、議員も含めて行かれてはど

うかという提案もされて、町長、私も含めて、職員も含めて学んできたと。 

 それで、簡単に申しますと、これまでの財政ではなくて、民間も入れた中でのそういう仕組

みづくりも含めて学んだところだろうと思います。 

 教育民生常任委員会も御宿小学校の更新事業ですね。そういうことも大切だろうということ

で、今般、先日の視察報告をまとめさせていただきまして、今日お配りさせていただきました。 

 また、産業建設常任委員会から委員長報告がありまして、視察報告をさせていただきました。

その後も、昨日深夜の大地震、そういうことがたまたま起こったわけですけれども、やっぱり

議会としてもそういう海を持つ町として、震災、また津波等ということで、そういうことも議

長、委員長含めまして提案していただいて、私も同行させていただきました。これが経過だろ

うと思います。 

 そうしたことの中で、具体的な質問をさせていただきたいと思います。 

 私が町長とご一緒した視察は、焼津市と小菅村であります。 

 焼津市は自治基本条例について学びましたが、道中の休憩で訪れた静岡市の西端で、我が町

と似たようなロケーションを持つ駿河区用宗では、地元民間企業の主導で開発が行われ、行政

は法律や制度運用など技術的側面で連携し、古民家をリノベーションした宿泊施設や飲食店舗、

集合飲食店舗、商業店舗に加え、漁港の荷さばき場の半分をリノベーションした温浴施設と、

食堂、醸造所などが連鎖的に展開され、施設利用のお客様に加えて視察する団体の姿も見られ

るなど、活気ある地域となっていました。ちなみに、この漁港には津波避難タワーも建設され

ていました。 

 御宿町のこれからの開発の在り方の好事例として受け止めました。民間が企業、例えば漁港

とかにも話合いをして、民間が構想をつくると。行政は法的手続、住民との関係性だけをやっ

ているということで、多分基本的には公的資金は入っていない。数多くのいろいろな、先ほど
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お話もしました分は、建物が造って、すごいすてきな環境になっていたというふうに理解をし

ております。 

 次に、執行部と議会合同で視察した小菅村は、山梨県の秩父多摩国立公園にあり、多摩川の

源流部に位置し、面積は5,278ヘクタール、森林が95％を占め、その役割が東京都の水源涵養

林です。令和６年10月末日の現在人口は619人、高齢化率は47％、議員定数は８名です。しか

し、最新の広報を見ますと、今年の10月１日現在の人口が622人と、この間の努力で人口が増

えていました。御宿町の２倍の面積に10分の１の人口で、源流をキーワードに創意工夫あふれ

た事業と、少ない子供でも村が教員を配置するなど、教育を大切にした村づくりが行われてい

ます。 

 まず驚いたのが、役場の玄関の案内です。今日役場の玄関の写真をお持ちしました。何て書

かれておるかと申しますと、「ようこそ小菅村役場へ。お気軽にお声がけください」と書かれ

てありました。これは筆ですね。筆字で、手書きで書かれていたものです。 

 これは教育長が提案されたとお聞きしましたが、これを見ただけで私は、今回の目的の９割

方達成したと感じました。村長の決断と行動のスピードは、若き民間業者の社長も追いつけな

いほどだと語っていました。また、役場の事務室は１階の玄関に面したワンフロアで、20人ほ

どでしょうか。我が役場の保健福祉課、ちょうどこの脇ですけれども、入り口だと思いますが、

ほどで、毎日朝礼を行うと言っておりました。役場職員のみならず、住民にも情報を伝えてい

るそうです。そのため、村が何を考え、何をしているのかが分かり、村民と村外の人とのあつ

れきもほとんどないそうです。きめ細かな情報発信と情報の共有の大切さを学びました。 

 小菅村では、出会いを大切に信頼し任せる村長と、確かなビジョンの下、行政と企業の伴走

型の事業は、人も資源も生かしたものとなっているなど、学ぶことの多い視察となりました。 

 原町長は、この視察を行政運営や町づくりに、どう生かしていくのかお伺いをいたします。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 山梨県小菅村の視察なんですけれども、かねてより民間活力、これを

うまく取り入れた行政の運営姿勢と考え方に興味を持っていたところでございます。 

 そこで、先ほどお話ししましたけれども、全国町村会の会議で舩木村長とお話しする機会が

あって、これが実現したものでございます。 

 小菅村で事業展開している株式会社さとゆめの嶋田社長のような伴走型のビジネスパートナ

ー、これを本町でも探し出して共存関係を築きたいと考えております。 

 「はら町長とハラを割って語る会」や、このたび立ち上げた有識者によるビーチタウン協議
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会、これはその一環として行うものでございます。引き続き、積極的に情報入手のため多方面

から意見をいただきながら、住民にとって有益な政策を進めていく予定でございます。 

 冒頭の諸般の報告でもお話ししたんですけれども、このビーチタウン協議会、これは町が抱

える課題、活性化に向けた事業の検討にあたり、皆様からのお知恵をいただきながら、課題の

整理や進め方を検討するシンクタンクとしての役割を担うものでございます。この協議会がこ

れからの町の方向性を決める重要なものとして期待しております。 

 今回の有識者の方もかなりの見識を持った方がそろっていただきましたので、かなり期待を

しております。 

 また、小菅村の視察については、同行した各課長からも報告させますので聞いてください。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 田邉副町長。 

○副町長（田邉義博君） 町長から株式会社さとゆめの嶋田社長の著書をお借りして、小菅村

の取組を知りました。人口が700人に満たず、コンビニやドラッグストアもない自治体ですが、

嶋田社長を含め様々なビジネスパートナーと連携し、行政運営をされております。 

 小菅村同様、本町も小規模自治体ですので、地域活性化事業といっても、財政的にも、マン

パワー的にも、なかなか自力で行うことは困難です。ＮＩＰＰＯＮＩＡの古民家ホテルでは、

多くの村民が食材提供や施設管理に携わっておりました。西濃運輸を中心とした組織によるド

ローン物流の実証、ＪＲとの連携など、参考となるお話を伺うことができました。 

 視察を通じて、民間事業者との協業、いわゆる伴走型の事業実施の可能性を確認いたしまし

た。本町におきましても、12月４日に町のシンクタンクとしての御宿ビーチタウン協議会が発

足いたしました。これにより、町長の公約である外部の知恵や力を集約する仕組みができまし

たので、これを活用しながら町の諸課題などの解決に努めてまいります。 

 また、視察によってというわけではございませんが、今まで町長室には接客用の応接セット

がございましたが、町長の指示により会議用のテーブルに入れ替え、多数による会議ができる

ようにいたしました。職員などと大きな資料を見ながらの会議ができるなど、大変事務効率が

上がっております。 

 小菅村は村長と職員の距離が近く、意思疎通がよく図られておりました。本町でも風通しの

よい行政運営を行いたいと考えております。 

○議長（滝口一浩君） 総務課長。 

○総務課長（吉野信次君） 小菅村視察に関しての感想でございますが、村の中心部の広さは
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限られており、当町よりさらにコンパクトな町づくりを行っておりました。財政状況など状況

には違いはありましたが、住民の幸せのために自治体が存在していることには変わりはなく、

それぞれのよさを生かしながら施策を推進していければと改めて思いました。 

 視察を行うことにより、よいところを見直すところが明白に感じられましたので、職員間の

風通しのよい関係、職員同士が顔色や体調が分かるような関係づくりを図っていきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（滝口一浩君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（米本貴志君） 産業観光課です。山梨県の小菅村の視察では、規模や町並み、

産業も異なり、本町と状況は異なることも多かったと思います。 

 宿泊施設でのおもてなしとしては、できるだけ地元の食材を生かす地産地消をはじめ、村民

自らが関わりを持って運営に参加しているなど、村全体で携わっていると感じました。 

 また、町づくりをプロデュースしたコンサルティング会社の方が、計画策定だけではなく事

業実施まで携わると、そこには村との信頼、必ず達成すると強い意志を感じることができまし

た。 

 こうしたことから、本町におきましても、まず地産地消をはじめ、あわせて特産品の開発は

重要なものであり、まずはひとつひとつしっかり取り組んで、特産品の開発から販路までを一

体として進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（滝口一浩君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金井亜紀子君） 小菅村は大変小さな自治体でありながら、多くの取組を行

っている様子を視察で勉強させていただきました。 

 小菅村村人ポイントカード事業、タイニーハウス設置事業、源流親子留学制度など、様々な

分野において他の自治体の行っていないような施策を早くから実施しており、着実な成果を上

げていると感じました。 

 民間の持っているアイデア力と人脈などをうまく活用し、それをすぐに実行する決断力とス

ピード感を持った村長と、役場職員、議会、村民が一体となって村づくりを行っている点が地

域の魅力アップにつながっているんだと感じました。 

 また、企画財政課の担当業務といたしましては、地域おこし協力隊の活用について質問をさ

せていただきました。職種ごとに村内の企業や団体が受入先となり、そこに所属して活動する
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地域おこしの活用方法でした。最初の３年間は、おこしとして町が給料を負担し、任期満了後

はそこの社員となり残っているとの話がありました。その結果、おこしの５割近くがそのまま

村に残っているというお話でした。 

 今までの御宿町における地域おこしの活用については課題が多く、うまく機能していない部

分もありますので、小菅村のこういった活用方法を参考に、今後取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（滝口一浩君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（伊藤広幸君） 小菅村を視察しまして私が感じましたのは、多摩川の源流で

あるということを主軸に村づくりをいたしまして、小さな村でも、自己財源が少なくても、村

民や企業と協働することで実現するなど、強い実行力に感心をいたしました。 

 私は、下水道の整備状況はどうか、ごみ処理はどうしているのかなど、村を見ながら小菅村

の職員に尋ねさせていただきました。小菅村は、源流のきれいな水を守るために下水道整備が

行われたということで、普及率は100％に及んでいるということで驚かされたところです。ま

た、ごみ処理についても、広く皆さんの課題だという認識がありましたので、広域処理ですか

ということで尋ねさせていただきました。 

 時間の都合上、簡単な会話しかできませんでしたけれども、御宿町に帰ってきまして、後追

いでホームページ等確認をさせていただいたところ、生ごみについては林業廃棄物と一緒に堆

肥化するなどの処理を行っていたり、現在広域ごみ処理施設の老朽化のために、さらに今２市

２村でやっているそうなんですけれども、さらに大きいくくり、12市町村で広域化をするため

の準備をして、令和４年に広域環境事務組合を立ち上げまして、14年度稼働に向けて準備中だ

ということで、小さな団体でも様々な協議を行いながら実行に及んでいるということで感心さ

せられたところです。また勉強になったところです。 

 以上です。 

○８番（石井芳清君） 参加した町長のみならず、参加された職員の皆さんからも感想、これ

からの職員としての取組について答弁をいただきました。 

 百聞は一見にしかずということで、町長は就任当初から町づくりの構想、先ほど一部読ませ

ていただきましたが、提案をされていたわけであります。それに基づく職員として、町長の公

約、それをどう実現するのかということで、町長も先ほど自らおっしゃられていましたけれど

も、これまでの町長はどちらかというとトップダウン型。ですから、全て町長が考えて、職員
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また議会のほうも指示というか、そういう形でひとつひとつ行政が進んできたというか、そう

いうことかなというふうに思っておりますけれども、これからは町民とともに町づくりをする

と。 

 それから、町長からも大方針がきちんと示されているわけだと思うんですね。それはやっぱ

り職員がどう受け止めて、持ち場持ち場で具体的にどう進めていくのかと。これはやっぱり

100回、200回しゃべったところで、じゃ、それが本当に、例えば私が今いろんな話を、これも

するわけですけれども、じゃどう理解し、どう実現するのかということなどもなかなか、例え

ば議員と職員との意思疎通というんですか、政策実行についても、この間も難しいところも相

当あったというのは事実だと思うんですけれども、 

 ですから、小菅村も過疎化、それから高齢化では全国トップだと。僅か600人の村だと。こ

の村がやってできるというか、我々はこの村を絶対なくさないために全力で頑張りたいんだと。

こういうことは私たちが証明できれば、どの自治体だってできるじゃないかというのを言外に

言っていたように、私思っているんです。これだけの職員、それから人口、それから恵まれた

環境ですね、白い砂浜。一方で一山越えれば里山ですね。豊かな里山が広がっている。そして、

すばらしい方々がたくさん住んでおられる。この間のたしかある雑誌の調査によれば、よそか

ら転入率ですか、御宿町が非常に高いというようなデータなんかも公表されていたというふう

に思います。 

 それで、私古民家にも案内していただきました。先ほども少しお話ししたんですけれども、

こういうことかなというふうに思ったんですね。やはり小菅村村長は、例えば原町長みたいに

まず就任して、こういう村づくりを進めたいんだというお話をして、そのためにはどうしよう

かという中で計画をつくる。だから多分計画するときも、こういう会社を呼んで、こんな話を

したいということもその都度職員にも伝える。全員なんですね、結果として。そのことを村民

にも伝える。多分結果として、村民の皆さん、これがあのとき村長が語っていたことだな。 

 その古民家のラウンジというか、入って受付のところには山野草が生けてありました。それ

はご近所の方の山野草だそうでございます。 

 それから、野菜もそうです。地域を案内するのも地域の方。それから支配人のお話では、お

客様に対してまずお願いしたいのは、村民の方に会ったら必ずご挨拶をお願いできませんかと

いうお話もされておりました。ですから、計画がひとつひとつ、まず最初の段階から職員全体、

そして住民全体にきちんと共有されている。結果的にはひとつひとつのものが、これは自分に

参画できるのかということだと思うんですね。 
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 今日の一般質問をずっと聞いておりまして、今も語る会の話をされましたけれども、なぜ参

加者が少なくなったのか。私は一つあると思うんです。今日一般質問で聞いてびっくりしまし

た。既にｅスポーツですか、それから在宅医療等、具体的に指示をして、それに向けての活動

が始まったということですよね。だから全てでなくてもいいんですけれども、例えばこういう

ことで、例えば一般質問だったら、私も幾つか４点あるわけですけれども、こういう点で語る

会があった。どの程度出せるかというのは判断があるんですけれども、それでこういう提案を

いただいた、個人名を出すかどうかは別として。こういう提案をいただいて、これについては

既に指示をしたということを、町民のほうにきちんと広報される。それは多分町長のページが

ありますよね。あの中にそういうことをきちんと書かれるということが、私は適切なのかと、

大変失礼なことかも分かりませんけれども、活用方法があるというのではないかなということ

じゃないかと思います。 

 同様に、今日も諸般の報告ということで大変たくさんの、ほとんど町外に出られることも含

めて、あれ見て大変お忙しく激務をこなされていますけれども、それは出るんですけれども、

今日簡単に説明されましたよね、幾つかの。そのことをやっぱり、例えば小菅村に行きました

と。一言でいいんですけれども、こういう内容でしたと、今日付け加えられたようなことなど

が、やっぱり町長のブログというんですか、そんな形で報告、報告というか広報されたらいい

んじゃないかなと。 

 例えば、こういうものをつくって、つくりましたよといって完成すれば一番いいと思います

けれども、やはり小菅村を見て、こういうものをつくっていいのかというところから始めて、

丁寧に住民の皆さんにひとつひとつ、その時点ごとに広報していくということは、僕はすごく

参考になったし、それで職員は職員としてあるんでしょうけれども、長としてそういう感想と

か、そういうことについて、その場でやはりきちんと住民の……、それは町長が自ら最初に公

約した住民の皆さんと共にという。町民の皆様の知恵や力が重要ですというお話をされている

わけですから、そのためには、聞くだけではなくて、聞いたことを返していく。そして、職員

はやっぱり気づき、考え、行動するというんですかね。 

 これまでは、待っていれば全部町長が指示を出したと思うんですけれども、やはりこれから

はそういうスタイルということで、やっぱり仕事のスタイルって、町長も先ほど答弁の中でお

っしゃっていましたけれども、なかなか、切り替えるというのは、僕は考えると180度違う。

行政の運営スタイルだというふうにも思いますので、そういうものに向かって、これからやっ

ぱりひとつひとつ仕事を、例えば会議のやり方、会議が例えば、今日の会議はゴールですね。
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何を結果を出すのかということも踏まえまして、そういうことももう一回職員が精査をして、

ひとつひとつの会議を成功させていくということが、非常にこれから大事になってくるのかな

というふうに思いますけれども、それについて、長くなりましたが、どうお考えなのかお聞か

せ願えればと思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） ちょっとなかなか答えに詰まっちゃうんですけれども、いろんなこと

を、いろいろなところで通じて広報していこうとは考えております。 

 ちょっと個人的というか、実は最近私もインスタグラム始めまして、今日私がここに行って

こんなことをやってきました。こんな感想を持ちました。そういうのを今少しずつ載せている

んですけれども、まだフォロワーが２桁後半ということで、もっともっと広がってほしいなと

は思っておりますが、そういったところでも、いろんなことをやりましたというのは、今やっ

ているところでございますが、それを今ありましたように、町のホームページの中の町長室の

ところでも、そこまで載せちゃっていいのかなというところもあったんですけれども、まだ実

現していないようなものとか、はっきり語る会でも聞いているけれども、まだどうしようかと

いう部分をどこまで公表するかというのも、今考えております。 

 ただ、どこかの段階で、１年間やってこんなことがありましたぐらいの報告はしようとは考

えております。 

○８番（石井芳清君） 分かりました。 

 もうインスタもやられているというお話も伺いましたけれども、存じ上げておりませんでし

た。もう既に努力をされているということでございますので、役場のこれからの広報の在り方

ですね。今日もホームページだとか、ツイッターだとかということで、具体的にここで議論も

ありましたけれども、その中でもっと分かりやすい情報、タイムリーな情報をどう町民の皆さ

ん、また議会も含めまして共有するかというのは、今極めて大事、しかも時間という、非常に

スピードが速いんだと思うんですね。どんどん変わっていくという中で出し遅れということが

やっぱり一番、結局、いろんな問題が起きてしまうわけですよね。 

 ですから、早い段階で情報を出していただいて、するとみんな、そうかこんなことやるのか。

じゃそれには、例えば議会だったら、こういうことをみんなで取り組もうねとかという形にな

ってくると思います。町民の皆さんもそうだと思いますので、より一層の努力を求めたいと思

います。 

 具体的な質問に移ります。 
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 それでは、公約と新年度予算についてということで、大分重なる内容になりますが、この新

年度の抱負に語られていた８項目。１つは子育て支援、補助の見直し、給食の無償化、２つ目

が御宿小の更新、３、駅のバリアフリー化、４、獣害対策、５、集客力の強化と定住化。その

ための外部へのＰＲ活動の強化、６、駅裏の部田地区、７、海岸フロント部のインフラ整備、

公民館周辺の公園化、資料館のリノベーション、８、老化した施設の補修、改修、除却等につ

いて答弁を求めたいと思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 公約として掲げた８項目については、現在進めているところでござい

ます。 

 今質問ありましたように、各項目についてご説明したいと思っておりますが、関連づけて、

一体で検討している項目もございますので、ちょっと一部重複したりいたしますので、ご了承

ください。 

 １番目の子育て支援の加速についてなんですけれども、補助の見直し、給食の無償化、これ

については、就任当初、令和６年度において入学準備金、修学旅行補助、これが廃止されてい

たものを、令和７年度において復活させ、令和６年度分も遡って支給といたしました。 

 給食の無償化については、令和７年に半額無償化しております。国が小学校の給食の無償化

を検討しておりますので、動向を注目しておりますが、それにかかわらず町としては小学校の

無償化は新年度から実施したいと考えております。 

 御宿小学校につきましては、更新の方法について検討を進めております。教育課長が岩瀬議

員の質問に答えておりますけれども、当初からお話ししているように、耐震化が完了しており

ますので、軀体の健全性について調査をいたしました。安全性が確保できないのであれば、更

新、建て替えにかじを切るという方針でございました。今回、健全性が確保できるというもの

なので協議を進めます。 

 また、現在、いずれも老朽化が進んでいます公民館、歴史民俗資料館、児童館、社会福祉セ

ンターと体育館を含む御宿小学校、これについては合築を今検討しております。一定程度の高

さをあるものとして造れば、津波にも対応する近隣住民の避難先としても利用できるものにし

たいというふうに、今考えております。 

 これはまだ構想の段階ですが、できればこの方向で実現できるよう、住民の皆さんへの説明

も含め事務を進めてまいりたいと考えております。 

 駅のバリアフリーと害獣対策と集客力強化、駅裏については、今関連づけて話を進めており
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ますので、一つは、10月21日に熊谷千葉県知事が夷隅郡市を視察に訪れております。その際に

意見交換をして、いずれも町への協力をお願いいたしました。 

 有害鳥獣対策については、捕獲に伴う補助金単価の増額、町単独施設の設置補助の拡充、処

理場、加工場の設置、食肉だけでなく二次利用としての皮などを利用した特産品開発について

取り上げました。 

 道路整備といたしましては、実谷バイパスの早期完成、駅裏遊休地の利活用、移住定住施策

の促進、またこれに付随した駅のバリアフリー化についても要望しております。 

 駅裏につきましては、現在サッカー練習場の誘致、これを検討しております。各地で同様の

施設が稼働しており、その利用者も増加傾向であると聞いておりますので、本町の場合は、そ

れらの施設よりも東京からのアクセスがよいので、充分に検討に値するものと考えております。

ただ、ご承知のように予定地が民間の所有地でございますので、今後議員の皆様はじめ、地権

者やご関係の皆様にご説明の機会を求める予定でございます。 

 ７番目の海岸フロント部のインフラ整備につきましては、資料館を含む公民館近辺、周辺の

整備につきましては、先ほどの公共施設の集約化でお話ししたとおりなんですけれども、これ

らにつきましても、ビーチタウン協議会によって有識者の方のご意見をお伺いし、具現化の参

考にしたいと考えております。 

 ８番目として、今までお話ししました以外の施設としての港湾がありますけれども、こちら

につきましては、漁業者の使用や周辺環境に支障がないよう、漁業組合と調整しながら計画的

に進める予定でございます。また、老朽化施設としては、火葬場の除却をいたします。 

 また、新年度予算につきましては、現在各課の要求前ですので、詳細はこれからまとめてま

いる予定でございます。 

 以上です。 

○８番（石井芳清君） 給食の無償化でありますが、令和７年11月13日、全国市長会より学校

給食の無償化に関する緊急意見が国に提出されております。読ませていただきます。 

 自民党・公明党・日本維新の会において、現在、「三党合意」による「いわゆる給食無償

化」の実現に向けて、三党の実務者による具体的な制度設計に向けた本格的な協議が始められ

ている。 

 報道によれば、対象を公立小学校に絞り、全国の給食費の平均額を支給する案などの論点も

含めた検討が行われ、今後、「国と地方の負担割合も焦点となる」とされている。 

 本会は、学校給食が多種多様な形で展開している実情がある中で、国等に対し、真に学校給
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食の無償化を目指し、全国どこの自治体においても格差なく取り組める措置について求めてき

たところであるが、こうした観点から議論が行われているのか大変危惧している。 

 また、全国の公立小学校の学校給食費の合算額は約3,000億円とも言われており、現在の物

価高騰の影響を踏まえると、無償化に必要な財源はそれ以上の額になるものと見込まれるが、

十分な額が確保できるか疑問がある。 

 仮に、都市自治体が一定部分を負担するような仕組みになるとすれば、無償化を実施してい

る自治体は負担軽減となる一方で、所要額の捻出すらできない自治体が生じることが想定され、

大きな混乱が生じることは必至である。 

 学校給食の無償化は、義務教育に係る負担軽減の観点で行われるべきものであり、地方負担

が生じるような財政支援ではなく、国の責任において、必要な額を全額国費で確実に確保する

仕組みとされるよう、強く求める。 

 ということが全国市長会の緊急意見であります。 

 これはいわゆる、憲法に義務教育はこれを無償とするということの観点の中での提言である

というふうに理解しておりますが、町長はこれに対して、この提言に対する所感を求めたいと

思います。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 提言は聞いておりますが、実際どうするかは、今先ほどお話しした分

で、小学校については無償化を国とは無関係に進めていこうという考えでおります。 

 ほかにも……。 

○８番（石井芳清君） 基本的な給食費というのをどう扱うのか。私は、義務教育に含めるべ

きだというふうに考えるわけであります。全国市長会も同様な提案をしているということでご

ざいます。 

 実際決まったことに対しての町長の判断は分かりました。まだ決まっていない中で、少なく

とも町長はこの給食費というのをどう考えるかということが私の質問であります。 

○町長（原  宏君） なかなか難しいところなんですけれども、単にそれは……。 

○８番（石井芳清君） この考えを理解するかしないかということ。これで同様なご意見とい

うことを表明されるかどうかという確認だけです。 

○町長（原  宏君） それについて理解はしております。 

○８番（石井芳清君） 分かりました。同様な解釈であるということであるというふうに理解

をいたしました。 



 

－７４－ 

 これらを進めていく、また様々な方を、８項目全てではないんでしょうけれども、町づくり

を進める、そのシンクタンクとして、今町長はビーチタウン協議会をぜひたたき台の場所にし

たいというお話をされました。このビーチタウン協議会の設置要綱をいただきましたが、この

御宿ビーチタウンという、具体的に何をすると申しましょうか、この文字だけを見ると、御宿

の海岸線だけではないかというふうにぱっと思ってしまうんですけれども、そこについて、今

町長は、そうすると、どこでこれが読み切れるのかも含めて、少し分かりづらいところがある

んですけれども、これは具体的に、これについて多分誤解される方が当然いらっしゃると思う

んですね。これについて、どういうものなのかという、この中身についてもう少し具体的に説

明いただけないでしょうか。 

○議長（滝口一浩君） 原町長。 

○町長（原  宏君） 今言われるように、ビーチタウンというと、御宿だから海か、海のこ

とだけかなとイメージは持たれると思うんですけれども、御宿自体が海もあり、山もあり、コ

ンパクトな町だということで、御宿全体を町という捉え方でビーチタウンという名称にしてお

ります。 

○８番（石井芳清君） 分かりました。海岸線を持つ自治体だということを、今おっしゃって

いるということでよろしいですか。分かりました。 

 その部分が、これだとちょっと読み切れないんですね。ですから、今後運営していく上にお

いては、この辺のところをもうちょっとどうするのかというのが一つ課題かなという……。 

○議長（滝口一浩君） 田邉副町長。 

○副町長（田邉義博君） その点についてはおっしゃるとおりで、我々もその辺承知しておる

ところです。また、12月４日の協議会の会議の中でも北村委員さんにその点ご指摘していただ

いておりますので、今後、何らかはっきり分かるような形に変更ができればと考えております。 

○８番（石井芳清君） 分かりました。 

 この次、多分２回目がそんなに遠くない時期に招集されるのかというふうに思いますけれど

も、それに出す議案というか案件について、どう出していくのか。出し方、会議の持ち方、先

ほど言いましたけれども、そういうところについても精査されると。委員も含めていろんな意

見もあろうかと思いますので、まず２回目に向けて、具体的に、この間先生方もいただいた提

言も含めまして、どういう内容で、その会議をどうしていくのかと。それから、これについて

は全面公開だということで、傍聴者の方もたくさんいらっしゃったわけでありますけれども、

なおさらそういう面では、実りのある会議ということが大変重要であると思います。 



 

－７５－ 

 確かに、終わりもきちんと明確にされておりますので、それに対して、どういうスパンで会

議をやっていくのか。何を議論していくのか、何を最終的に求めていくのかも含めて、大きな

アウトラインと申しましょうか、そういうものもきちんと、次の会議までには明確にしていた

だいて、実りのある会議、有効な会議にしていくことが、私は大変重要であるというふうに考

えております。 

 そういう面では、過去の会議スタイルですね。はっきり申し上げて、例えば議会にいろんな

案件が出ていても、きちんとした説明ができないという中で結論が出ないんですね。持ち越し

持ち越し持ち越しとなってきたのが過去の会議だと思います。ですから、そういう面では、こ

の会議で何を結論にするのか。そのためには、どういう資料が必要なのか。どういう説明をす

れば、それについてはどういう説明が必要といいましょうか、決定していただくための説明の

内容ですよね。それから説明のスタイルだとか、それから会議の運営方法なのか、私はやっぱ

り様々な経験をしてみまして、課題があるというふうに認識しております。 

 そういうことも含めまして、町長の目指す今度の会議のシステム、行政運営を含めて、前段

者もありましたけれども、より効率的という中で議論をして、本当に働きやすい、そして、あ

あよかったなと、町民の皆さんに希望が湧くと、そういう町づくりですね。この１年間で様々

な葛藤があったと思いますけれども、いよいよそういう面では原町長、全部提案をする新年度

予算を今構築中だと。財政問題もあるようでありますけれども、出発するわけであります。 

 そして、その予算を執行する体制というのも、本当に町長、この１年間経験されて、多分腹

も固まってというと大変失礼かも分かりませんけれども、方針もつくられたのではないかと思

いますので、ちょうどそういう時期であります。 

 これから、本当に物価高、それから子供たちの学校教育。それについては、今日の委員会の

視察報告で述べてありますけれども、３年間……、ちょっとまだ時間がありますから、その内

容を一つだけ報告をさせてください。 

 特に私、今日子供たちというか、学校の成果が報告されたんですけれども、その中で中学校

の校長先生からこういうお話をいただきました。まだちょっと時間がありますので、それを紹

介させていただきたいと思います。 

 生徒に都会と御宿町のアンケートをしたところ、９割以上の生徒が御宿町の自然の豊かさを

挙げていたこと、同様に御宿に越してきた生徒が、御宿町は魅力的な町だと答えたことが紹介

された。また、70周年記念の式典での発表や中学生議会など校外から評価をいただくことは、

生徒に大きな励みとなることが紹介された。 



 

－７６－ 

 一方で、小学校ですけれども、例えば３年間、６年しかないわけですね。３年間だとすれば、

小学校の生活、学校生活半分になっちゃうんですね。今から見ても、５年たっても、本当に子

供たちが安心できる、小学生ですね、安心できる環境が整うかなと、私は見通せません。６年

たったとすれば、その子供は６年間あの状況で、報告書にもありますけれども、その状況で学

校生活を送るというのが人生の経験になるということだと思うんですね。 

 だけど子供たちは、御宿町こんないいところだというふうに思っていただく。僕はその声を

大切にしたいというふうに考えています。ぜひ、そうした声を正面から受け止めていただいて、

ひとつひとつ会議を成功させていただくと。そして、御宿町の町長、１年前に町民にお約束を

した幸福の町づくりに向けて満足度を高めることが行政の目標であるというふうに公約された

わけでありますので、この実現のために奮闘していただくことを申し上げさせていただきまし

て、一般質問を終えたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（滝口一浩君） 以上で、８番、石井芳清君の一般質問を終了します。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（滝口一浩君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日10日は午前９時半から会議を開きますので、ご参集願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 長時間にわたりご苦労さまでございました。 

（午後 ３時５５分） 

 


